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平成３０年第１回大分県議会定例会

予算特別委員会会議記録（第３号）

―――――――――――――――――――――

１ 委員会を開催した年月日、時刻及び場所

平成３０年３月１６日

午前１０時 １分から

午後 ３時３６分まで

本会議場において

―――――――――――――――――――――

２ 出席した委員の氏名

委 員 長 衞藤 明和

副 委 員 長 毛利 正徳

志村 学 麻生 栄作

衛藤 博昭 森 誠一

大友 栄二 吉冨英三郎

井上 明夫 鴛海 豊

木付 親次 古手川正治

土居 昌弘 嶋 幸一

油布 勝秀 濱田 洋

元吉 俊博 末宗 秀雄

御手洗吉生 阿部 英仁

後藤慎太郎 木田 昇

羽野 武男 二ノ宮健治

守永 信幸 藤田 正道

原田 孝司 小嶋 秀行

馬場 林 尾島 保彦

玉田 輝義 平岩 純子

久原 和弘 戸高 賢史

吉岡美智子 河野 成司

荒金 信生 堤 栄三

桑原 宏史 三浦 正臣

―――――――――――――――――――――

３ 欠席した委員の氏名

近藤 和義

―――――――――――――――――――――

４ 出席した委員外議員の氏名

なし

―――――――――――――――――――――

５ 出席した県側関係者

財政課長 佐藤 章

……………………………………………………

企画振興部長 廣瀬 祐宏

企画振興部審議監 佐藤 文博

観光・地域局長 岡本天津男
企画振興部参事監兼 高屋 博
芸術文化スポーツ振興課長
観光・地域局参事監兼 土田 宏道
交通政策課長

政策企画課長 磯田 健

国際政策課長 徳野 満

広報広聴課長 森 優子

統計調査課長 清末 明

観光・地域振興課長 阿部万寿夫
まち・ひと・しごと 宇都宮隆一
創生推進室長
ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 中村 剛士
２０１９推進室長

地域活力応援室長 岩崎 栄

政策企画課総務企画監 河野 圭史

………………………………………………………
国民文化祭・ 土谷 晴美
障害者芸術文化祭局長

企画・広報課長 高橋 強

事業推進課長 秋月 久美
企画・広報課 曽根田英雄
企画・広報班課長補佐

事業推進課県事業班主幹 高木 広之
事業推進課 堀 潔己
市町村事業班課長補佐
事業推進課 田尻 昭典
障害者芸術文化班主幹

………………………………………………………

福祉保健部長 長谷尾雅通

福祉保健部理事兼審議監 飯田 聡一
福祉保健部参事監兼 藤内 修二
健康づくり支援課長
福祉保健部参事監兼 廣瀬 高博
医療政策課長

福祉保健企画課長 前田 耕作

国保医療課長 藤丸 邦彦

高齢者福祉課長 清末敬一朗

こども未来課長 二日市聖子

こども・家庭支援課長 大戸 英輔

障害福祉課長 髙橋 基典

地域福祉推進室長 壁村 梨恵

監査指導室長 笹原 良宣

薬務室長 芦刈光日出

福祉保健企画課総務企画監 首藤 重敏

医療政策課地域医療政策監 一丸 淳司
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障害福祉課社会参加推進監 工藤 哲史

障害福祉課参事 佐藤 美穂

―――――――――――――――――――――

６ 付託事件

第１号議案から第１５号議案まで

―――――――――――――――――――――

７ 会議に付した事件の件名

① 企画振興部関係予算

② 国民文化祭・障害者芸術文化祭局関係予

算

③ 福祉保健部関係予算

―――――――――――――――――――――

８ 議事の経過

―――――→…←―――――

毛利副委員長 ただいまから、本日の委員会を

開きます。

それでは、この際、付託された予算議案を一

括議題とし、これより企画振興部関係予算の審

査に入ります。

お手元に、先日、委員の皆さまに資料提供を

しておりますが、審査の参考として、「安心・

活力・発展プラン２０１５」目標指標の見直し

についてお配りをしております。

目標指標の見直しがある部局については、２

３日及び２６日に開催される本委員会分科会の

中で説明がありますので、申し添えます。

執行部に申し上げます。説明は、主要な事業

及び新規事業に限り、簡潔かつ明瞭にお願いい

たします。

―――――→…←―――――

企画振興部関係

毛利副委員長 それでは、企画振興部関係予算

について説明を求めます。

廣瀬企画振興部長 企画振興部の当初予算案に

つきまして、お手元の平成３０年度企画振興部

予算概要によりまして御説明いたします。

まず、１ページをお開きください。予算のポ

イントにつきまして、１０の政策を柱として取

り組むこととしております。

まず、安心の分野です。

１地域社会の再構築では、住み慣れた地域に

住み続けたいという住民の希望をかなえるため、

集落機能を広域で補い合うネットワーク・コミ

ュニティの構築を進めます。

２移住・定住の促進では、平成３２年の人口

の社会増減均衡に向け、本県への移住者年間１

千人を目標に、年齢、性別、エリア別に対応し

た取組を強化いたします。

次に、活力の分野です。

３人を呼び込み地域が輝くツーリズムの推進

では、災害からの観光客回復を着実に進めると

ともに、本年５月に開催する世界温泉地サミッ

トやラグビーワールドカップ２０１９、２０２

０年東京オリンピック・パラリンピックを契機

として、アジアに加え、欧米や大洋州からの観

光誘客を図るための取組を強化いたします。

４海外戦略の推進では、成長著しいＡＳＥＡ

Ｎとの交流促進や、県内大学と連携して国内外

にある留学生ＯＢネットワークの活用を図りま

す。

５大分県ブランド力の向上では、「おんせん

県おおいた」のさらなるブランド力の向上を図

るとともに、海外向け広報を一層強化いたしま

す。

右上に移りまして、６活力みなぎる地域づく

りの推進では、地域資源を活用した仕事の場づ

くりや、海外からの観光客を呼び込み、新たな

活力を生み出す地域の取組を支援いたします。

次に、発展の分野です。

７生涯にわたる力と意欲を高める「教育県大

分」の創造では、県内大学等と連携して、産業

の振興や地域活性化などの行政課題に対応する

ため、大学等が持つ研究開発機能や学生の活力

などを活用いたします。

また、県立芸術文化短期大学の魅力ある大学

づくりに向けたキャンパス整備に引き続き力を

入れます。

８芸術文化による創造県おおいたの推進では、

国民文化祭の成功につながる各種企画を展開す

るとともに、２０回目の節目を迎える別府アル

ゲリッチ音楽祭を成功させます。

９スポーツの振興では、ラグビーワールドカ

ップ２０１９の開催準備を具体的に加速すると

ともに、２０２０年東京オリンピック・パラリ
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ンピックなど国際スポーツ大会の事前キャンプ

誘致や、スポーツに親しむ環境づくりを進める

ことで、地域の活性化を図ります。

後に１０「まち・ひと・しごと」を支える

交通ネットワークの充実等では、九州の東の玄

関口として、フェリー、航空などの県内各地と

県外とを結ぶ交通機関の結節機能を強化して、

広域交通ネットワークの充実を図ります。

次に、２ページにつきましては、今御説明申

し上げました政策ごとに、県政推進指針に基づ

く事業体系を記載しておりますので、御覧いた

だければと思います。

続きまして、３ページを御覧ください。３ペ

ージ、企画振興部の予算ですけども、（１）一

般会計の一番左側、企画振興部①の計の欄に記

載していますように、当部の３０年度当初予算

額の総額は８９億２，８８８万８千円でござい

ます。

その行の一番右端、前年度対比の欄がござい

ますけども、２９年度当初予算額と比べまして

２０億５，１０１万５千円の増、率にして２９．

８％の増となっております。これは、県立芸術

文化短期大学の施設設備や大分空港国際線ター

ミナルビルの改修支援などによる増額でござい

ます。

それでは、今回の予算に係ります主な事業に

つきまして、個別に説明を申し上げます。

１１ページをお開きください。１１ページの

事業名欄の一番上に、ふるさと大分ＵＩＪター

ン推進事業費１億２，５０８万９千円がござい

ます。

この事業は、平成３２年の人口の社会増減均

衡を目指し、市町村と一体となった移住、定住

支援を実施するものであります。

東京に移住コンシェルジュ、東京、大阪、福

岡及び県庁内に移住サポーターを配置するとと

もに、毎月、各都市圏で移住相談会等を開催し、

移住希望者の掘り起こしに努めております。こ

うした取組によりまして、移住者数は昨年１年

間で１，００３人になっています。

来年度は、本県への移住を一層促進するため、

エリアごとにターゲットを定めて、それぞれの

特徴に応じた取組を強化いたします。

具体的には、女性の転出超過が多い福岡では、

新たに女性向けセミナーとして、移住女子サミ

ットｉｎ福岡を開催いたします。シニア層の移

住が多い関西では、アクティブシニア向けの移

住体験ツアーやセミナーを充実いたします。子

育て世代の移住者が多い東京では、その世代が

も不安に感じる移住とお金をテーマにして、

ファイナンシャルプランナーによる個別相談を

行うこととしております。

続きまして、１５ページをお開きください。

１５ページの事業名欄の上から２番目になりま

す。公立大学法人県立芸術文化短期大学整備事

業費２４億４６１万８千円でございます。

この事業は、平成２７年５月に策定しました

キャンパス整備基本構想に基づき、大学施設の

老朽化や狭隘化に対応するとともに、教育機能

を充実させた魅力あるキャンパスを整備するも

のであります。

整備の進捗状況ですけども、今年度は芸術デ

ザイン棟を完成させるとともに、残る主要施設

であります音楽ホール棟や図書館棟、シンボル

ロードの工事に着手したところであります。

来年度は、引き続きこれらの主要施設の工事

を行いまして、平成３１年２月末頃までに完成

させる予定であります。

続きまして、２６ページをお開きください。

事業名欄の一番上、国際芸術文化振興事業費５，

７８４万２千円でございます。

この事業は、別府アルゲリッチ音楽祭や大分

アジア彫刻展など、国際的な文化振興施策を展

開するものであります。

第２０回記念となる別府アルゲリッチ音楽祭

においては、昨年度に引き続いて、世界中が注

目するアルゲリッチと小澤征爾との共演があり

ます。県としましては、国庫補助金も受け入れ

て支援を充実してまいります。また、しいきア

ルゲリッチハウスに子どもたちを招待し、上質

なクラシックコンサートを定期的に開催したい

と考えております。

加えて、本年１２月に予定されている別府ア

ルゲリッチ音楽祭のローマ公演では、ローマに
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訪問団を派遣して大分の夕べを開催することで、

ラグビーワールドカップを来年に控えて、欧州

へ向けて本県の魅力を積極的に発信いたします。

また、第１４回大分アジア彫刻展では、国民

文化祭と同時期の開催としまして、東京藝大教

授の野外制作や、東京の朝倉彫塑館との連携企

画など、内容を充実して開催いたします。

続いて、２９ページをお開きください。事業

名欄の一番上、ラグビーワールドカップ開催準

備事業費３億９，３８５万６千円でございます。

この事業は、ラグビーワールドカップ２０１

９大分開催の成功に向けまして、開催準備を加

速するほか、ラグビーワールドカップリミテッ

ドによる大銀ドームの現地視察等による指摘を

踏まえまして、決勝トーナメントの会場として

ふさわしい必要な整備を行うものであります。

具体的には、県推進委員会において、広報・

イベント、観光・おもてなし、交通・輸送対策、

危機管理・救急医療の四つの分野で取組を進め

ています。

広報・イベントの分野では、機運醸成のため

の広報活動やシティードレッシング、海外ＰＲ、

１年前イベント等を行います。

観光・おもてなしの分野では、大会を支える

ボランティアの募集、育成等を行います。

交通・輸送対策の分野では、本番の円滑な交

通輸送のための計画を策定するほか、本年６月

に開催されますラグビーの日本代表戦において

観客輸送のテストを行います。

危機管理・救急医療の分野では、本番を想定

した図上での防災訓練を行います。

また、会場整備につきましては、大銀ドーム

の仮設席や仮設トイレなどの設計を行います。

なお、決勝トーナメント等に備えた芝の強化

や照明の増設等は、土木建築部の予算で計上さ

せていただいております。

続きまして、４７ページをお開きください。

４７ページ、事業名欄の上から２番目、地域活

力づくり総合補助金５億円でございます。

この事業は、元気で活力あふれる大分県づく

りを推進するため、地域のさまざまな主体が取

り組む事業活動をきめ細かく柔軟に支援し、地

域活動の維持、発展を図るものであります。

来年度からは、新たにラグビーワールドカッ

プ２０１９や東京オリンピック・パラリンピッ

ク等を契機として、国の内外からの交流人口の

拡大を図るために、世界農業遺産やユネスコエ

コパーク、国宝や日本遺産などのブランド力を

いかした地域づくりの取組を支援する、国際ブ

ランド地域創出枠を設けます。

具体的には、３０、３１年度の２か年で補助

率をかさ上げして集中投資を行うことで、市町

村等の取組を加速します。

続きまして、その下にネットワーク・コミュ

ニティ推進事業費１億５３０万４千円がござい

ます。

来年度から、新たに地域コミュニティ組織に

よる県全体の協議会を設立し、円滑な活動や人

材育成等に向けた情報交換や研修などを行うこ

とで、地域コミュニティ組織の持続的運営に向

けた支援を強化いたします。

続いて、５０ページを御覧ください。六郷満

山開山１３００年記念観光推進事業費２，５２

９万８千円でございます。

この事業は、六郷満山開山１３００年祭に合

わせて、市町村等と連携して情報発信や誘客対

策に取り組み、観光客の増加を図るものでござ

います。

本番となる来年度は、特に増加が見込まれる

インバウンド対策の強化として、英語版ホーム

ページの作成による情報発信や、インバウンド

向け旅行商品の造成支援などに取り組みます。

続きまして、５９ページをお開きください。

ラグビーワールドカップ観光振興事業費９，２

４９万５千円でございます。

ラグビーワールドカップ２０１９大分開催を

契機とした欧米、大洋州などからの観光誘客に

ついては、県議会の訪問団がオーストラリア、

フィジー、ニュージーランドの３か国を視察さ

れ、一般質問でも御指摘をいただいたところで

あります。県でもイギリスやオーストラリア等

の公式旅行代理店を職員が訪問いたしまして、

しっかりと状況把握を行ってきました。この事

業は、こうした御指摘や調査を踏まえて、情報
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発信や誘客、受入態勢の整備を行うものであり

ます。

具体的には、情報発信では、本県で試合を行

う国を中心に、現地でのプロモーションや公式

旅行代理店へのセールスを行います。また、海

外富裕層向けに、ミシュラン等の世界的に著名

なガイドブックやメディア、ＳＮＳ等を活用し

た情報発信を行います。

誘客では、魅力あるモデルコースを旅行会社

に提案し、商品造成を促進するため、公式旅行

代理店の招請やモニターツアー、高級小型船の

誘致等を行います。

受入態勢整備では、特に欧米、大洋州からの

観光客に対して英語表示の充実をはじめ、宿泊、

観光施設、交通事業者等を対象としたおもてな

し講座の開催や、新たな食事メニューの開発、

グリーンツーリズムのネット予約化等を行いま

す。

続きまして、その下に世界温泉地サミット開

催事業費４，７９９万７千円がございます。

この事業は、ラグビーワールドカップ２０１

９や東京オリンピック・パラリンピック開催前

のこの機会を捉えまして、日本の温泉地の魅力

を世界に発信するとともに、世界の温泉地のさ

らなる発展を図るものであります。本年の５月

２５日から２７日の３日間で開催いたしまして、

現在１６か国１７地域から参加表明をいただい

ております。

まず、初日の２５日に歓迎レセプションを行

い、翌２６日には、全体会議として国際的な有

識者や海外の温泉地トップによる基調講演、事

例発表を行った後に、観光分野、医療・健康・

美容分野、エネルギー分野の三つの分科会で議

論を深め、 後に全体会議を開催して総括し、

サミット宣言を発表する予定であります。

終日の２７日には、エクスカーションとし

て観光、エネルギーなど四つのコースを用意し、

参加者に日本一のおんせん県おおいたの魅力を

体感してもらうこととしております。

なお、環境省主催の全国温泉地サミットが同

時開催されます。

続いて、６５ページをお開きください。事業

名欄の一番上、九州の東の玄関口としての拠点

化推進事業費９，９８３万４千円でございます。

この事業は、平成２９年３月に策定しました

九州の東の玄関口としての拠点化戦略の実行に

向け、拠点施設の利便性向上や公共交通ネット

ワークの充実に取り組むものであります。

具体的には、フェリー航路や国内航空路線の

利用促進のためのＰＲ活動を引き続き行います。

加えて、来年度は、別府港のフェリーターミ

ナルの再編に向けまして、ＰＦＩの活用に必要

な基本設計や港湾整備のための再編計画を策定

する予定であります。

また、大分空港アクセスのエアライナーにつ

きまして、Ｗｉ－Ｆｉの導入支援を行います。

続きまして、同じページの事業名欄の一番下

に大分空港国際線ターミナルビル改修支援事業

費１億８，３８９万６千円がございます。

この事業は、大分空港国際線の便数及び利用

者数の増加に対応するために、手狭になった国

際線ターミナルビルの拡張に係る経費を支援す

るものであります。

具体的には、チェックインロビーの拡張やチ

ェックインカウンターの増設などによりまして、

２便同時に離発着を可能とする改修を行います。

後に、６６ページをお開きください。事業

名欄、一番上の空港アクセス調査事業費１，０

１２万３千円でございます。

この事業は、大分空港のアクセス改善に向け

て、海上アクセスの実現可能性について調査す

るものであります。

調査内容として、船舶の選定、速度と運航時

間、運航に必要な初期投資とランニング費用、

需要見込みと、それに基づく収支の試算のほか、

競合する交通機関への影響等を調べることとし

ております。

以上が企画振興部の平成３０年度当初予算案

に係る主な事業でございます。よろしく御審議

のほど、お願い申し上げます。

毛利副委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入りますが、執行部の皆さん

に申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席
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で起立の上、マイクを使用し、簡潔明瞭に答弁

願います。

事前の通告者が８名おります。時間も限られ

ておりますので、円滑な進行に御協力願います。

それでは、順次指名してまいります。

桑原委員 予算概要６６ページ、地域公共交通

活性化事業に関してお伺いします。

ＪＲ九州が明日からダイヤを改正し、１日当

たり１１７本、県内だけでも３８本、運行本数

を削減します。減便は鉄道の利便性を低め、さ

らなる鉄道離れをもたらし、それがＪＲ九州の

運営を悪化させ、一層減便を余儀なくされると

いった悪循環が生じる可能性があります。

各自治体は減便を見直すように求めています

が、ＪＲ九州は株式会社ですから、株主の利益

を無視して赤字路線を維持し続けることは困難

であります。

事前にいただいた地域交通活性化再生法の改

正の資料を見ると、上下分離で鉄道事業を再構

築するという計画も見受けられますが、本事業

の目的にある地域にとって望ましい公共交通網

を実現するために、交通政策課として、今後の

地域交通をどうしていくつもりなのか、見解を

伺わせていただきます。

土田交通政策課長 議員がおっしゃるように、

現在、公共交通事業を取り巻く環境は大変厳し

さを増していると考えております。県では、特

にバス事業について環境が厳しいと認識をして

おり、例えば、これまで市域をまたぐ幹線的な

バス路線とか、市町の中を走るコミュニティバ

ス等に対して補助を行ってきたところですけれ

ども、補助要件を満たさずに我々からの補助が

できなくなってしまうというような路線も生じ

ています。

こうした状況を踏まえて、県としては、その

補助だけではなくて、県が主体となってＪＲ、

バス事業者、フェリーというような交通事業者

を一堂に集めて、合意形成をしながら、地域に

おいて持続可能な公共交通ネットワークの在り

方を議論をして計画を策定することが重要だと

考え、取組を進めているところであります。

このため、２７年度から県全体の協議会を設

置して、県内を六つの圏域に分けて、まずマス

タープランを策定し、それに基づくアクション

プランを策定しているところでございます。

桑原委員 赤字路線バスへの国からの助成、補

助をするために各計画の策定が必要だというこ

とは認識しているんですけども。さきほど申し

上げましたけども、地域にとって望ましい公共

交通網を実現するためには、本来なら地域の方

とか有識者の方を交えて、本当にその地域にと

って必要な交通体制、望ましい交通体系は何な

のかというのを、この事業とは別にやっていか

なきゃいけないと思っております。

私はかねがね、特定時刻に特定ターミナルか

ら特定ルートでしか運行しない従来型の公共交

通は時代遅れで、いつでもどこでも、どのルー

トでも運行できるユビキタスな交通サービスが、

これからの交通の在り方だと主張してきました

が、世の中の流れは実際そういうふうになって

おります。

私は、ユビキタスな交通サービスの第一歩と

してライドシェアを提案しました。執行部が慎

重な姿勢で様子見をしているうちに、時代はさ

らに進んで、完全自動運転車による無人タクシ

ーのサービスが開始されようとしています。私

は、これこそが地域における交通弱者を救う究

極の公共交通であると考えております。

アメリカのカリフォルニア州は、先月、完全

自動運転車の走行を解禁する新たな規則を承認

し、４月２日から走行を許可する予定です。こ

れは人間が遠隔で操作できるという条件付では

ありますが、いよいよ完全自動運転の無人タク

シーが実用化される時代が到来しました。日本

では国家戦略特区の指定を受けていた愛知県が、

昨年末から自動運転の実験を、これも人間が遠

隔で監視しながらなんですけれども、公道で行

い、実用化を目指しております。

こういう状況を考えると、大分県で無人タク

シーのサービスが始まるのも時間の問題と思い

ます。そういうことを考えるなら、バスの路線

の維持、鉄道の上下分離などを考えるのもいい

かもしれませんが、そういった従来型交通サー

ビスの延命のための支援を行うよりも、本当に
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その地域が将来的に求める時代にふさわしい交

通サービスの普及に向けた準備を始めるべきで

はないかと思います。準備をしておけば、いざ

解禁となったときに、この交通弱者が多い大分

県にとって、その解決のスタートダッシュが図

れると考えております。ですので、この事業は

さておき、本当にその地域にとって、将来的に

どういうのが望ましいのか、時代の流れを見な

がら、考察を始めていただけませんか。

土田交通政策課長 まず、さきほど申し上げた

計画の策定にあたっては、交通事業者だけでは

なく、有識者の方であるとか、あるいは自治会

の代表の方という形で、住民の方も委員に入れ

て、十分に御意見をいただいているところでご

ざいます。

その際には、運行の方法、要は交通手段が路

線バスでいいのか、それとも、もう人数が少な

くなっているのでコミュニティバス化すべきな

のか、あるいは、その中でもデマンドにするの

かといった形で、需要に応じた運行体系の見直

しも行っているところであります。

ですから、御指摘いただいた新しい運送サー

ビスについても、その普及状況などを確認しな

がら、議論の中に組み入れていきたいと思って

おります。議員からいただきました新しい動き

についても、これから勉強を始めていきたいと

思います。

毛利副委員長 よろしいですか。（「はい」と

言う者あり）

堤委員 まず、概要書の６７と６８ページ、東

九州新幹線推進事業費と太平洋新国土軸構想推

進事業費です。

これは毎回聞いておりますけども、昨年１０

月に中津でシンポジウムが開催されております。

パンフレットにある東九州新幹線の実現に伴う

並行在来線の運行維持やストロー現象について、

どのように説明をしてきたのか。また、参加者

からはどういう声があったのか。あわせて、豊

予海峡ルート推進協議会の昨年度の事業及び今

年度の事業はどういうものか。

二つ目は、６７ページの鉄道駅耐震補強事業

と鉄道駅バリアフリー化推進事業です。

耐震化する駅名及び補助割合はどうか。また、

バリアフリー化の推進と駅の無人化や減便、ワ

ンマン化等を進めることについて整合性がある

と考えているのか。この２点等についてお伺い

します。

土田交通政策課長 まず、東九州新幹線の中津

でのシンポジウムの件ですが、まずはリーフレ

ット、チラシは参加者全員に配りましたけれど

も、そのシンポジウムの構成上、有識者による

講演とパネルディスカッションを行ったもので

あり、チラシ自体を説明する時間は設けません

でした。

ちなみに、パネルディスカッションにおいて、

新幹線に対する課題についてもテーマとして扱

いまして、例えば、中津市長からは並行在来線

の運行確保の課題とか、商工会議所の会頭から

は、日帰り圏の拡大で支店等の撤退が懸念され

るといったような課題を示していただいたとこ

ろでございます。

一方で、今年度、１０か所ある全商工会議所

を我々が回りまして、チラシに基づく説明をし

ております。この中では、きちんと課題につい

ても触れておりますが、特段それに関する御意

見はなかったところでございます。

２点目、新国土軸の事業の関係でございます。

昨年度、今年度につきましても、例年どおり

国への要望活動と、豊予海峡間の交流を促進す

る事業への支援を行っています。

その支援に関しては、例えば、昨年度は１０

月の宗麟公まつりに愛媛県の大州市が観光ＰＲ

にいらっしゃった際に支援したもの。あるいは、

今年度では、別府でヨット大会が行われて、愛

媛県などの小、中学生がいらっしゃいました。

それに対する経費の補助をしています。

三つ目、鉄道に関してでございます。

まず、耐震補強事業につきましては、国の補

助要件に沿って補助をしており、１日の平均的

な利用者が１万人以上の駅を対象としており、

本県では別府駅が該当します。補助率は国が３

分の１、県と地元の別府市が６分の１という形

でございます。

また、バリアフリーとその他の施策の整合性
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ということでございました。

本県には、ＪＲ九州の四つの鉄道路線があり

ます。やはりその路線の維持が重要だと考えて

おり、それと安全性、利便性の向上の両立を図

っていくというところが重要と考えております。

ですから、バリアフリーにつきましても、それ

による安全性、利便性の向上と路線維持のため

のスマートサポートステーションでありますと

か、ワンマン化といった施策のバランスを取っ

ていくことが必要だと考えております。

これらの観点から、例えば、スマートサポー

トステーションの導入が表明された際には、Ｊ

Ｒ九州に対してバリアフリー事業が未整備のま

ま駅員を配置しないことは、著しく利便性、あ

るいは安全性の低下につながるんじゃないかと

いう懸念を伝え、今般の見直しにもつながった

のではないかなと考えています。

その他の、例えば減便とかワンマン化につい

ても、それに伴う不都合とか、不便などがあれ

ば、きちんと利用者の方からの声を伺って、Ｊ

Ｒ九州に届けて、必要な対応を求めていきたい

と考えております。

堤委員 東九州新幹線については、リーフレッ

ト等を配ったと。中津市長とか、商工会議所会

頭等からそういう不安な声が出るということは、

私はやっぱりそれが実際の市民の生の声だろう

と思います。そこら辺はぜひ、よく皆さんと話

をしていただきたいと。

あと、ちょっと分からなかったのが、太平洋

新国土軸構想で、宗麟公まつりとか別府のヨッ

ト大会の愛媛県の子どもたち、そういう方々に

支援をしたと。愛媛県だからという単純な理由

で、こういうのにお金を使うのは、豊予海峡ル

ート推進協議会としてはどうなのかなという思

いはあります。その辺について、 後お伺いし

ます。

それと、バリアフリー等の関係なんだけども、

安全性と利便性の向上を図るということと、Ｓ

ＳＳとのバランスを図っていくと。これ、安全

性とＳＳＳというのは両立しないんですよ。

多くの障がい者団体の方々も、それは両立し

ないと。本当の安全性というのは、やっぱり駅

員さんを配置して、そこできちっと自分たちが

車両に乗る際に、かなりすき間もありますから、

板を渡してもらうとか、そういうことがないと、

なかなか安全ということにはつながらない。

ワンマン化になると、トイレに行くこともな

かなかできないという生の声が出てきてるんで

すね。この前、質疑でも言いましたけども、そ

ういう声がやっぱりあるということをＪＲ九州

に再度伝えていくべき。我々も当然伝えてます

けども、県としても伝えるべきだと思いますが、

再度そこら辺を答弁お願いします。

土田交通政策課長 まず、一つ目の豊予海峡で

すけれども、やはり豊予海峡間の交流促進とい

うことで、大分県と対岸である四国の各県との

交流人口を増やすこと。そのために資するよう

な事業に対して支援をするという観点ですので、

申し上げた宗麟公まつりに大州市の方が来ると

いうことについては、やはりその交流が、その

分だけ増えるだろうということを見込んで支援

しているところでございます。

ＪＲにつきましては、おっしゃっられた様々

な支障事例に関しては、我々もお声をいただい

て、必要に応じてＪＲ九州にしっかりと伝え、

対応を求めていきたいと考えています。

堤委員 豊予海峡の関係、国に毎年要望してま

すよね。今現在、国の考えというか、それはど

うなってますか。

土田交通政策課長 大きな予算のかかるプロジ

ェクトですので、進捗は見られないという状況

でございます。毎年度、我々としても必要性を

訴えておりますけれども、国としては現在のと

ころ、大きな動きはないという状況でございま

す。

土居委員 私からは、４点質疑します。

予算概要書の１１ページです。ふるさと大分

ＵＩＪターン推進事業についてですが、県内の

市町村の移住推進をしている職員の皆さんへの

研修ですね、この事業かどうか分かりませんが、

どのようにしているのかお伺いします。

それから、２番目に２６ページです。芸術文

化創造発信事業についてです。

芸術文化祭とＯＰＡＭの企画展、それぞれの



- 49 -

予算特別委員会会議記録 第３号

実行委員会への補助金と負担金が減額されてい

ます。これは多分、国民文化祭や障害者芸術・

文化祭に関わるものではないかなと思うんです

が、国文祭に関わらない事業をどう取り組むの

かについてお伺いします。

それから、三つ目が４７ページです。ネット

ワーク・コミュニティ推進事業についてですが、

２９年度の小規模集落・里のくらし支援事業と

くらしの和づくり応援事業を合わせているよう

に思えるんですけども、その意図と事業内容に

ついてお伺いします。

４番目に、５８ページ、インバウンド推進事

業についてです。

国際観光船誘致促進協議会負担金が前年度と

比べて半減していますが、なぜなのか。そして、

教えてもらいたいんですが、広域連携・情報発

信事業ですね、これはどういうことをするのか、

そして、委託先はどこなのかについてお伺いし

ます。

宇都宮まち・ひと・しごと創生推進室長 私か

ら、ＵＩＪターン、市町村担当者に対する研修

についてお答えをさせていただきます。

ＵＩＪターンを推進していくためには、県職

員も市町村職員も、やはり大分暮らしの魅力を

しっかり伝えることができるスキルを向上して

いくことが重要と考えております。

このため、今年度につきましては３回研修等

を実施しております。１回目は、年度当初に移

住コンシェルジュの講演、あるいは各市町村の

新たな取組についての情報共有をしております。

２回目は、東京圏における 近の移住相談の傾

向と対策と対応について研修をしております。

３回目は、シニアの移住に関する専門家を招い

ての講演会を開催するとともに、県内で先進的

な取組を行っているシニア向け施設の現地調査

なども行ったところであります。

引き続き職員全体のレベルアップを図るため

にも研修等は実施していきたいと考えておりま

す。

高屋芸術文化スポーツ振興課長 ２６ページの

県民芸術文化祭の減と県立ＯＰＡＭの実行委員

会の減の２点、説明いたします。

まず、県民芸術文化祭につきましては、国民

文化祭と一体となって盛り上げていくというこ

とで、開会式、閉会式等々も県民芸術文化祭の

事業と位置付けております。県民芸術文化祭は

今のところ、ジャンル別事業、若者事業、地域

文化事業とありますけども、それは国民文化祭

の分野別事業として行う。参加行事につきまし

ても、プレイベントを応援事業としてやるとい

うことで、一体的に進めております。

それと、美術館の企画展の実行委員会の負担

金の減につきましては、企画展を委員会方式で

やっており、今年はイサム・ノグチ展でござい

ました。来年はアート＆デザインの大茶会とい

うことで、これは海外からの作品を借用する経

費等が落ちるなどで費用が落ちた分でございま

して、２千万から１千万へと落ちております。

これも全額、国庫補助事業でやっております。

名前もアート＆デザインの大茶会という形で、

とにかくどちらの事業も大茶会ということを入

れることにしております。

岩崎地域活力応援室長 ３番目のネットワーク

・コミュニティ推進事業につきまして、２９年

の事業を合わせた意図と、その事業内容につい

てお答えいたします。

まず、意図につきましてですけども、一つは、

ネットワーク・コミュニティの構築に力を入れ

ており、今後もさらに進めていきたいというと

ころです。

もう一つは、やはりその担い手となる住民組

織等にとって、支援の体系が分かりやすくなる

ようにという思いからでございます。

事業内容については、予算概要の４７ページ、

一番下ですけれども、右の方の概要に沿って御

説明申し上げます。

二重マル、補助金は、里のくらし支援事業と

同じでございます。住民組織の取組に必要な施

設整備や備品の購入を支援します。

書いていませんけども、集落活動支援枠は、

単独集落での取組に対して支援するというもの

でございます。それと、ネットワーク・コミュ

ニティ推進枠は複数集落での取組ということで、

特に初年度の、単年度の補助上限額を３００万
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円から５００万円に引き上げます。さらに、買

物支援について、移動販売車両の購入は高額に

なるので、さらに７５０万円まで引上げという

ことで拡充をしております。

その下の集落ネットワーク構築支援委託料で

ございます。これは、くらしの和づくり応援事

業と同じでございます。

もう一つ、三つ目の二重マルにある集落応援

隊活動等支援事業費ですけども、これはボラン

ティアで集落支援を行う小規模集落応援隊に係

る保険料とか広報の経費、それから事業全体を

推進する費用ですね。

そして、一番下の地域コミュニティ組織広域

協議会設立支援事業費につきましては、今、ネ

ットワーク・コミュニティーに取り組む担い手

となる組織が広がっておりますが、こうした組

織を全県で集めて広域協議会をつくりまして、

情報交換や人材育成の研修会等を開催するもの

でございます。

阿部観光・地域振興課長 インバウンド推進事

業についてお答えいたします。２問いただいて

おります。

まず１問目、国際観光船誘致促進協議会負担

金が半減しているのはなぜかということでござ

いますが、この予算は、別府国際観光港への国

際観光船の誘致、受入れを主たる目的とした大

分県国際観光船誘致促進協議会への負担金でご

ざいます。

御指摘のとおり、来年度予算は平成２９年度

の１，５００万円に対し、約６００万円減の８

７３万７千円でございます。減額の理由として

は、第４ふ頭に設置しておりますクルーズ船を

受け入れるための上屋がございますが、この賃

貸借契約が本年４月に終わります。それに伴い、

以後、リース料金の支払いがなくなります。賃

貸借契約は協議会とリース会社との間で締結さ

れており、リースの期間は平成２５年５月から

平成３０年４月までの５年間で、賃貸借契約の

満了後は協議会に所有権が移転することになっ

ております。平成２９年度の協議会事業予算額

の約半分を占める上屋賃料の減により、県負担

額も大幅に減額するという仕組みでございます。

もう１点、広域連携・情報発信事業とは何か、

また、その委託先はということでございます。

この事業は、九州各県及び愛媛県等と広域で

連携して、広くヨーロッパやアジア各国に向け

た情報発信を行うものでございます。

具体的に言いますと、例えば、長崎、熊本、

大分を結ぶ九州横軸の九州横断広域観光振興協

議会、北九州、宮崎と大分を結ぶ九州縦軸の連

携、あるいは、フェリー航路で結ばれた愛媛県

との連携、そういった広域連携により、ヨーロ

ッパや台湾、香港、タイ等を対象に、メディア

の招請や現地での旅行博でのＰＲ等に取り組む

ものでございます。

委託先は、大分県からは一義的にツーリズム

おおいたになっております。

毛利副委員長 土居委員、よろしいですか。

（「はい」と言う者あり）

小嶋委員 私からは１点だけですが、さきほど、

土居委員からもお話がありましたネットワーク

・コミュニティ推進事業について、今、詳細な

お話を伺いまして、もう少し突っ込んだお話が

土居委員からあるかなと思って期待しておった

んですけども、私から少し聞きたいと思います。

今回、このように新規に予算立てをしており

ますが、基になる事業があったと受け止めまし

た。それはそれで良かろうと思いますが、これ

を行うことによって、それぞれの市町村には自

治会が形成されていると思いますが、既存の自

治会等との関係がどうなるのかということ。

新しく組織を立ち上げるということがありま

すから、これとの関連が少なからず出てくるん

ではないかなと思ったわけですが、その辺につ

いてはいかが考えたら良かろうかなということ

が１点。

それから、この事業は何年間ぐらいを展望し

て行うことになるのかということと、さきほど

申し上げた協議会設立の、もう少し具体的なイ

メージをお聞かせいただければと思います。

岩崎地域活力応援室長 ネットワーク・コミュ

ニティ推進においての自治会と組織との関係、

それから、何年間ぐらいの支援になるのかとい

うのと、もう一つは、協議会の取組についてと
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いう御質問だったと思います。

一つ目、組織と自治会との関係なんですが、

私ども、集落対策においては現場主義に徹底し

ておりまして、中に入っていきます。市、地区、

小学校区単位とかですけれども、自治会という

のが中に複数ございます。その中には婦人会の

組織であったりとか、あるいは福祉関係の取組

をしている団体とか、そういったもろもろの団

体があります。そういった中で、その地域運営

をしようとする人材を集めた組織、これから、

その小学校区単位等の地域をネットワーク・コ

ミュニティとして担っていこうという組織が別

に立てられるところもあります。中には自治会

だけで連合してという形のところもあります。

組織と自治会はそういった関係でございます。

県は、そういった団体の取組を支援すること

としていまして、組織の立ち上げから基盤が整

うおおむね３年間、手厚く支援するということ

にしております。

もう一つ、協議会についてですけども、地域

の実情によって取組は様々ですし、地域は生き

ているといいますか、年齢が高くなったりする

と、それぞれ課題も変わってきます。そういう

中で、様々な取組の事例を情報交換する、こう

いう取組はいいなということであれば、自分の

ところに落とし込むとか、そういったことも必

要であります。さらに、取り組んでいる組織の

中の人間そのものも高齢化していきます。その

後継者育成とか、そういった課題もありますし、

活動を行うには財源を確保していくというとこ

ろもありますので、そういった部分の事例を情

報交換していくという組織をつくっていきたい

と思っているところです。

小嶋委員 ２点目の今後の展望と言いますか、

それに関して聞き取りにくかったので、もう一

回お願いしたいのが１点。

あと、協議会というのは団体で、例えば会長

や事務局を置いたりということがあって、そう

いうところの企画に基づいて研修会をやったり

ということになるんだろうと思うんですけど、

その協議会の事務局などについては、県の中に

置くのかということですね、その点を再度お聞

かせください。

岩崎地域活力応援室長 ２点目の何年間の支援

かというところをもう少し詳しくというところ

と、協議会の組織をどうするかというところだ

ったと思いますが、まず、何年間の支援かとい

うことで、基盤が整うおおむね３年間というお

話をしました。

それから、協議会のその組織なんですが、３

０年度につきましては、県が直営でやりたいと

思ってます。

毛利副委員長 小嶋委員、よろしいですか。

（「はい」と言う者あり）

二ノ宮委員 このネットワーク・コミュニティ

をする前に、まずは 低でも小学校単位で組織

を作らなければという中で、くらしの和づくり

事業において、単年度で２００万円の支援が出

ています。これはニーズ調査とか立ち上げのた

めの費用だと思うんですけど、ここに一番力を

入れないと、やっぱりネットワーク・コミュニ

ティというのができないと思うんです。

それで、特にここに力を入れていただきたい

ということと、それから、実際に始まったとき

に、里のくらし事業で、さきほどの説明で５０

０万円ですか、これは今までは３００万円で県

が２２５万円、それから市が６０万円で地元が

１５万円というような割合だったと思うんです

が、これについては、総費用じゃなくて県の負

担分が５００万円に上がったということですよ

ね。

どうも進め方として、まだ、それぞれの学校

単位の組織というのは、例えば由布市でも１か

所しかできてないですね。中津等については、

こちらの企画がやる分についてはほとんどゼロ

と。福祉の立場からはできてるんですけど、こ

こに力を注がないと、ネットワーク・コミュニ

ティという形にはなかなかならないと思うんで

すけど、その辺の展望をどう考えているかお聞

かせください。

岩崎地域活力応援室長 委員のお話のとおりで

ございます。ネットワーク・コミュニティを形

成する上では、その活動主体となる住民組織を

いかに作っていくか、どういった課題があるか
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というところを見つけて、それを計画に落とし

込んでいくというのが大事な作業でございます。

そういうことから、２００万円、県が全額負担

でというところで事業を進めております。

実際に、その２００万円を中に入れるってい

うのは単年度でございますけども、その前から

地域と十分に話をしながらという進め方をして

います。

それから、中津市の件と由布市の件がありま

したけれども、コミュニティ組織を作っていく

っていうのは、各市町村によって少しやり方、

進め方に違いがございます。

竹田市では、まず福祉の暮らしのサポートセ

ンターというのを市内の７か所に作りまして、

現在、その下に地域のコミュニティ組織を作っ

ていこうという動きになっています。

中津市につきましては、そういった動きと同

じようになるのか分かりませんけれども、県と

しては、ネットワーク・コミュニティづくりを

中津にも働きかけていって、こういった取組を

していきたいと考えております。

由布市につきましても、まだ支援したところ

は１、２か所ということになっていますけども、

同じように県内の事例を紹介するなど、地元に

も丁寧に説明しながら進めていきたいと思って

おります。

二ノ宮委員 この前、一般質問でお願いしたよ

うに、とりあえず組織を作らないとどうにもな

らないと思っています。それで、やはり福祉と、

それからこの地域づくりと言いますか、そのコ

ラボは絶対に必要だと思うし、そういう視点で

作っていかないと、実際に市町村の中での活動

が難しくなると思ってます。

それともう１点、今の説明の中で、集落活動

支援枠ということで、自治区単独という話のよ

うにあったんです。これは、さっき言ったよう

に、 低でも小学校区単位で作る以外の分につ

いても補助金を出すということですか。

岩崎地域活力応援室長 県では、ネットワーク

・コミュニティを推進していますが、委員のお

話のとおり、ネットワーク・コミュニティの組

織を作るというのは時間がかかったりする場合

がございます。単独の集落でもすぐに取り組み

たいというところがありますので、そこについ

ては緊急的に支援をするという枠組みを残した

ということでございます。

麻生委員 予算概要６６ページ、地域公共交通

活性化事業に関連して聞きます。

これを聞くために、今日、私はバスでここに

参りました。本県の交通利便性の後退は深刻で

ありますし、移動制約者にとっては死活問題と

なっております。

さきほど、課長から、事業者を集めてマスタ

ープラン、アクションプランをこれから作成す

るという答弁がございました。平成２８年の議

会で、私は国文祭までに全県のこのプラン、ア

クションプランを全て作成してほしいというこ

とを申し上げたわけでありますけれども、なか

なか難しいということでした。

エリアごと、もう既に終わっているところが

あって、今回、大分市、別府市、由布市のプラ

ンを作成するということだろうと思うんですが、

ただいまの答弁では、マスタープラン、再度全

体を見直すのか、あるいは、そのマスタープラ

ンの予算はどこの予算を使って作るのか、それ

をまずお答えください。

毛利副委員長 いや、一括です。

麻生委員 いや、もう全部再質問でやります。

毛利副委員長 一括。いやいや、事前で言って

ますけど、一括です。

麻生委員 はい、通告をしておりますんで、じ

ゃあそれに基づいてまいります。

国土交通省の自動車交通旅客課の地域公共交

通ハンドブックというのがございまして、それ

を全国都道府県は、うまく活用しております。

特に長野県では、独自の地域交通システムを

再構築するハンドブック、指南書を、長野県独

自で作っております。そして、公共交通に対す

る考え方の共有が図られておりまして、路線バ

ス、コミュニティバス、乗合タクシー、自家用

有償運送、デマンド型交通、スクールバスへの

混乗、福祉バス、施設送迎バスなどの交通手段

をフルに活用した地域公共交通計画の再構築が、

当事者意識を持った形で現場に近い市町村が主
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体となって作成されております。道路運送法や

地域公共交通活性化法の根拠法に基づいて、各

種会議を立ち上げての取組をしているようであ

ります。

大分県は、非常にその場その場でプランを策

定しているという印象があるんですが、長野県

はまず全体の指南書をつくって、市町村とかエ

リアとか、その事業主体さんのほうに主体性を

持たせて、能動的に取組をお願いをしていると。

その結果、中山間地、非常に厳しい環境の中に

も取組を進めてきているという経過があるよう

でして、その手法という入口の部分で、事業主

体、あるいは地域の方々の声をいかに取り込む

かというのがポイントだろうと思います。そう

いった意味で、さきほどのマスタープラン、あ

るいはアクションプランの見直しをしていくと

いう部分について、少し手法を変えなければな

らないということだろうと思いますんで、その

辺の考え方についてお答えいただければと思い

ます。

それから、今回の公共交通に対する考え方に

ついては、振興局が東部と中部と二つにまたが

っておりまして、振興局の単位をどうするのか、

それから、移動制約者の把握も大事だろうと思

います。運転免許の保有者数、各市町村別の年

齢別、そういった数字のデータがございますん

で、もう何年かしたら高齢化して、一気に移動

制約者の数が各集落ごとに増えるわけでありま

す。そういった部分についてもよく把握をして

いるのかどうか、そして、一番大事なのは、目

標指標についてでありますが、プランの中では

おおむね大分市中心部まで６０分で到達できる

というような指標があります。それに基づいて

の取組かもしれませんけれども、私は生活の視

点、あるいは観光の視点、両面がいるんではな

いかなと。

あるいは、合併前は５８市町村あったわけで、

そういった役場のあるところまでおおむね何分

で行けるのかとか、車だけじゃなくて、公共交

通で行けるエリアがどうなるのか、そういった

視点もいるだろうと。

また、大銀ドームは、収容人員４万人ですか

ら、４万人を運ぶ公共交通がどうあるべきか、

こういった視点も必ず今回の具体的なアクショ

ンプランに求められることだろうと思いますん

で、そういったことについてお答えください。

土田交通政策課長 まず、委員がおっしゃった、

国の地域公共交通ハンドブックであるとか、長

野県のハンドブックもこちらで調べさせていた

だきました。

まず、前者につきましては、平成２１年に作

成されたものでして、従前の制度に基づく計画

策定について説明されている部分が主でありま

す。その後、平成２６年に法律も変わり、新し

い制度に基づく手引が作成されておりますから、

これを活用して、今、計画の策定をしてござい

ます。

長野県のハンドブックにつきましても、委員

がおっしゃいましたように、長野県にも確認し

ましたが、市町村がコミュニティバスなどを導

入する際の参考資料として作ったものと伺って

おります。

同じような内容を含んだものは、例えば九州

運輸局など、国でも作っております。そういっ

たものを使って、県でも新年度、年に１回は市

町村の担当者を集めて、 新の制度であります

とか、運輸支局の担当者を呼んで説明をしても

らったりという形で、知識の共有とスキルの向

上を図ってるところでございます。

その手法の見直しという御質問もございまし

たけれども、大きく我々の考えとしては、市町

村が計画づくりをしますと、どうしても域内に

収まってしまう計画になってしまいます。従前

の制度がそうだったんですが、そのときの問題

点として、市をまたぐ幹線バス路線については、

計画に位置付けにくいという声をいただいてお

りました。

したがいまして、県としては、県が主体とな

って関係市町村を集め、それに加えて事業者、

住民の方、有識者、様々な方を集めて、広域的

な幹線バスについての議論もしっかりする。そ

して、市町村においては域内の路線についての

議論をしっかりするという役割分担のもとで一

元的な計画を策定しております。
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大分県においては、県が主導する計画として、

初めて国土交通大臣の認定も受けたところであ

りますし、御指摘の長野県については、まだ再

編計画の認定はないという状況でありますので、

私どもとしては、比較的全国の中でも先進的に

取り組んでいるのかなと自負をしているところ

でございます。

振興局の関与の仕方でございますけれども、

申し上げた協議会、あるいは分科会の中で、振

興局についてはオブザーバーとして参加しても

らっていますし、市町村についても委員として

メンバーに参加していただいて、一緒に議論を

しているという状況です。

さらに、移動制約者の御質問もいただきまし

た。まず、移動制約者につきましては、例えば

運転免許を持たない人、あるいは自家用車を持

たない人については、公共交通の重要な利用者

であると認識をしておりまして、重点的に調査

しております。

例えば高校生については、県内の全高校に対

してアンケートを行っていますし、住民の方に

ついても住民アンケートもしっかりと行ってお

ります。路線バスも乗込調査、全便乗ったりと

いう形で、データに基づいた計画策定をしてい

ると考えております。

指標につきましても、まず県の計画と市の計

画それぞれございます。県の計画におきまして

は、特に重要な路線数でありますとか、人口カ

バー率。観光の面では、観光客の公共交通利用

率といったものを設定しております。

麻生委員 マスタープランの見直しをするとい

う、これはどの予算でやるんですか。

土田交通政策課長 予算概要６６ページの地域

公共交通活性化事業の中で行っております。

国にも、この計画策定のための支援事業があ

りますので、国に申請をして認められれば、国

の予算も合わせて使いたいと思ってます。

麻生委員 中部エリアの部分が予算的に食われ

るということになっちゃいけないんで、そこの

ところは指摘をしておきたいと思います。

特に、さきほど申し上げた、ありとあらゆる

交通手段をフル活用すると、その上で使える形

にならないといけないわけでありまして、そこ

の部分については、やっぱり利便性の後進は許

されないということを念頭に置いて取り組み、

頑張ってほしいと思います。

毛利副委員長 要望でよろしいですか。（「は

い」と言う者あり）

衛藤委員 始める前に事前通告にプラスしてい

くつか質問があるんですけど、委員長、よろし

いでしょうか。（「はい」と言う者あり）

衛藤委員 まず、２７ページ、創造県おおいた

推進事業費について、ここの中にアートマネジ

メント人材育成事業費というアートに関する人

材の育成がございます。この事業では、障がい

者、健常者の区別があるのか、障がい者アート

について、この中でどの程度取り込んでいるの

かというところを教えてください。

次に、２９ページ、おおいたスポーツ成長産

業化モデル事業費、これ昨年の当初予算１，８

００万円から、今年１１０万円に大幅に減って

おります。この事業の内容と、減額された理由

を教えてください。

続きまして、３５ページ、おおいた魅力アッ

プ情報発信事業費、この中に海外向けＰＲ動画

による広報の強化に要す経費というのがあるん

ですけども、ここで対象にしているターゲット

国、そしてその国をどういうふうにして選んで

いるのかを教えていただけませんでしょうか。

続きまして、今のとちょっと似てるんですけ

ども、５０ページ、六郷満山開山１３００年記

念観光推進事業費の中のインバウンド向け旅行

商品造成も、どこの国がターゲットになるか、

そしてその国を選定した理由を教えてください。

続きまして、５１ページ、観光地域磨き推進

事業費、この中に図柄入りナンバープレート普

及啓発事業費っていうのがあるんですけども、

この図柄入りナンバープレートの普及っていう

のが、観光地域磨きとどう関連するのかちょっ

とよく理解できないんで、その点の関連性を教

えていただければと思います。

後に、これは企画振興部長にお伺いしたい

んですけども、地域交通の問題について、ＪＲ

九州の問題、減便にしろ、スマートサポートス



- 55 -

予算特別委員会会議記録 第３号

テーションにしろ、根本にあるのはＪＲ九州の

株式上場にあると考えております。ＪＲ九州が

株式上場を行った結果、外資が中心の株主構成

になりました。株式会社である以上は、利益の

追求をしなければ、株主代表訴訟等を受けるリ

スクを負うことになりますので、結果として、

公共性についての行政のグリップが弱くなると

いう結果が生じることになるかと思います。

この辺に対する対応策としては、九州各県や

沿線市町村が連携して、ＪＲ九州の株式を保有

するというようなやり方があると思うんですけ

ども、現時点で株式を買う、買わないというこ

とは答えられないと思います。そこで、株式保

有の可能性を否定するのかしないのか、この点

についてお答えいただければと思います。

高屋芸術文化スポーツ振興課長 まず、２７ペ

ージ、創造県おおいたの中で四つ目になります

けども、みんなのアーツ体験事業の御質問でご

ざいます。

これは、アートが身体的とか経済的事情によ

って届かない方々に届けるものですけど、当然、

福祉施設が中心になると思います。そして、特

に施設への派遣につきましては、アーティスト

を老人ホームや障がい者の福祉の方、通所、入

所、あと児童養護施設、特別支援学校等へやっ

て、その場でワークショップをすることにして

おります。特に皆さんが取り組みやすい、例え

ば古着だとか、シーツ、ビニール袋などがあり

ますけど、アートに取り組む際に取り組みやす

い素材でアートに親しんでもらおうというよう

なワークショップを考えております。

森広報広聴課長 ３５ページ、おおいた魅力ア

ップ情報発信事業についての御質問でございま

した。

まず、海外パブリシティ活動につきましては、

首都圏在住の海外プレスに対しまして、継続的

に情報発信をすることで、大分県への興味、関

心を持っていただき、自国での報道につなげて

もらうというものでございます。

これまでアジアを中心に多くの海外メディア

から御参加をいただいたところでございます。

来年度につきましては、ラグビーワールドカッ

プ等を控えておりますので、欧米や大洋州等か

らの海外誘客につながるようなＰＲをすること

が大切と考えております。

したがいまして、来年度、アジアに加えまし

て、欧米、大洋州の中でもとりわけ大会に出場

する国のメディアを中心に参加を呼びかけてい

きたい、情報発信につなげていきたいと考えて

おります。

また、海外向けＰＲ動画についてでございま

すが、県が行う海外でのプロモーション活動へ

の活用に加えまして、例えば海外通信社のネッ

トワーク、公式ＳＮＳ等を活用して世界のメデ

ィアに配信したい。また、県内での試合開催国

に絞り込んでユーチューブ広告を行うなど、効

果的、効率的な手法を検討し、実施していきた

いと考えております。

阿部観光・地域振興課長 ２題いただきました。

まず、六郷満山誘客キャンペーンのインバウ

ンド向け旅行商品についてすが、その対象国と

選定理由でございます。

対象国は、主に欧米、大洋州です。

選定理由としましては、ラグビーワールドカ

ップの開催を契機に、熱狂的なファンが多いと

いわれる欧米、大洋州からの観光客の増加が見

込まれるということ。そして、日本政府観光局

－－ＪＮＴＯの調査等によりますと、欧米、大

洋州からの訪日観光客の多くが日本の歴史、文

化、伝統文化体験、自然景勝地等の観光地を巡

るというのを旅行目的にあげております。

昨年、欧米でも有名な旅行サイトであります

ロンリープラネットの記者に来ていただき、国

東の現地を見てもらったところ、六郷満山は非

常に魅力的であり、欧米の方にも受けるんじゃ

ないかと。そして、その閑静な雰囲気も良いと

いう高評価を得ました。

ラグビーワールドカップに伴う欧米、大洋州

でのプロモーションとかセールスの際に、その

六郷満山の魅力を観光資源としてＰＲし、六郷

満山を組み込んだ商品造成を図っているところ

でございます。

続きまして、もう１点、図柄入りナンバープ

レート、これがなぜ観光地域磨きにあたるのか
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ということでございますが、大分県版の図柄入

りナンバープレートは、本県らしい図柄を使う

ことによって地域振興、観光振興を図るととも

に、地域の一体感とか郷土愛を醸成してもらお

うということとしております。

また、ユーザーが図柄入りナンバープレート

を交付申請する際に、寄附がないものと寄附が

できるもの２種類ございます。寄附ができるナ

ンバープレートであれば、その寄附金は、地域

のバス停にあるベンチの改修であるとか、バス

の車内のＷｉ－Ｆｉ整備だとか、地域交通のサ

ービス改善といった受入環境の整備にも活用さ

れることから、地域磨き的な側面もあると考え

ております。

高屋芸術文化スポーツ振興課長 ２９ページの

おおいたスポーツ成長産業化モデル事業につい

てお答えします。

これは国の動きでもございますけど、日本再

興戦略だとか未来投資につきまして、プロスポ

ーツを一つの産業として起爆剤とするというも

のがございます。

本県の特徴としましては、トリニータの入場

者数を増やさないと悪いということと、大銀ド

ームではラグビーワールドカップの試合が行わ

れたりという形で、とにかく魅力あるスタジア

ムとはどうあるべきかというのを、学識者に委

託をしながらやっております。

実際、昨年はＷｉ－Ｆｉはどうすべきかと、

とりわけ、スーパーＷｉ－Ｆｉと言いますか、

そういうのがどれだけいるのか、実際その場で

Ｗｉ－Ｆｉを利用して料理を注文する人がどれ

だけいるのかなどをやりました。今年はそれを

分析いたしまして、大銀ドームが魅力あるドー

ムとなるように頑張っていきたいと思っており

ます。そういう事業でございます。

廣瀬企画振興部長 ＪＲ九州の 近の動きです

けども、とにかく県としてはＪＲ九州に対して

は、公共交通機関を担っている役割っていうの

をしっかり踏まえて事業をやっていただきたい。

すなわち、県民の皆さんからの声を聞いて、安

全性、利便性に配慮した公共交通機関としての

役割を果たしてもらいたいというのが一つ。

それともう一つは、同時に、県内四つの路線

がございますので、その路線の維持をしっかり

図ってもらいたい。そのためには経営努力も必

要になると思います。その二つの点を、とにか

く両立してやっていただきたいっていうのが県

の思いであります。

さきほど、衛藤委員からも御指摘がありまし

た株式の保有の関係につきましては、今申し上

げた二つのことを両立してしっかりやってもら

いたいっていうことを、今、ＪＲ九州さんに対

して言っている段階でありまして、株式の保有

につきまして、これまでそういう視点で検討を

まだしておりませんので、今段階で、その保有

について否定するとかしないとか、そういった

ところについてはまだお答えできません。

毛利副委員長 よろしいですか。（「はい」と

言う者あり）

森委員 予算概要の５９ページ、一番下のおん

せん県おおいた県域版ＤＭＯ推進事業について

お尋ねいたします。

ツーリズムおおいたは、県域版ＤＭＯとして、

これから大分県観光のかじ取り役としての役割

が期待されており、私どももしっかり応援して

いかなければならないと思っています。

今回の予算では８，３２８万４千円、昨年か

ら比べると２，２００万ほどの増額となってお

ります。その中で、一番力を入れているという

か、増額金額が大きいのが、マーケティング機

能強化事業委託料３，２０９万円で、前年から

１，８５７万円の増となっております。ここに

おいて、前年度予算との違い、また委託内容で

特に力を入れたい部分等があると思うんですけ

ども、その部分を教えていただきたいと思いま

す。

関連しまして、さきほど、土居委員からもご

ざいましたけども、５８ページの広域連携・情

報発信事業委託料等インバウンド推進事業や国

内誘客の推進事業など、ツーリズムおおいたが

受託する県の事業はたくさんあると思います。

平成３０年度において、ツーリズムおおいたに

委託予定の事業があれば、その全体の予算額を

教えていただきたいのと、平成２９年度委託の
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金額の実績、現時点で分かれば教えてください。

後に、平成２９年の予算にも計上されてお

りましたが、着地型商品の造成について様々な

検討がなされたということでありますし、その

販売システム等を構築していくというようなこ

とが２９年度予算にも計上され、本年度予算に

も９３４万円の予算も計上されてます。着地型

商品の造成の実績及びその商品の販売状況、２

９年度の実績があれば教えていただきたいと思

います。

阿部観光・地域振興課長 県域版ＤＭＯ推進事

業の前年予算との違いと委託内容の詳細という

ことでございますが、確かにマーケティング機

能の強化ということで、平成２９年度は総事業

費６，０７４万９千円のうち、マーケティング

機能の強化については１，３５２万円でござい

ました。それが平成３０年は８，３２８万４千

円の総事業費に対し、マーケティング機能の強

化として３，２００万円を計上しております。

この平成３０年度の主な増加理由は、県域版

ＤＭＯの機能強化を図るため、特にマーケティ

ング機能の充実を図るものでございます。

新規事業の内容は、主なものとしましては、

県内への流出入や主要観光スポット間の周遊状

況の分析を行う観光動態調査、県内観光資源の

認知度や旅行客の関心を把握して市場とのギャ

ップを分析するウェブ市場調査の実施。あるい

は、市町村ごとに来訪者や交通手段等を分析す

る観光カルテも作りたいと思っておりまして、

そういったものが約１，２００万円。また、湯

布院にできるＴＩＣ、宿泊施設、事業者等と連

携して行う具体的な旅行商品等のモニタリング

調査の実施、これが約１５０万円ですね。あと、

マーケティングアドバイザーの招請だとかマー

ケティング業務スタッフの増、こういったもの

で額が増えております。

二つ目のツーリズムおおいたへの委託事業の

予算の状況ですが、平成２９年度の実績として

は、２億８，９５８万７千円で当初予算よりも

８千万円ほど増えておりますが、今年度は九州

北部豪雨や台風被害がございまして補正をしま

した。その補正で８千万円ほど加算して、約２

億８，９００万円になっております。

平成３０年度の予定としては２億７，８８６

万６千円でございます。こちらは、ラグビーワ

ールドカップに伴う観光予算の増だとか、ＤＭ

Ｏ化に係る費用だとか、そういうもので増えて

おります。金額としては、ほぼ前年並みとなっ

ております。

また、三つ目、平成２９年度の着地型旅行商

品の造成と販売状況についてですが、平成２９

年度は主にウェブで商品を販売できるシステム

を構築するために、まずモニターツアーを始め

まして、修正鬼会の鑑賞ツアーとか、津久見の

河津桜観賞ツアーなど１０本を試行的に実施し

ました。その結果、２８５人、モニターツアー

ですので料金は安めにしておりますが、売上額

は７０万円ほどでした。

なお、平成３０年４月から実施の旅行プラン

につきましては、添乗員同行のプランを五つほ

ど、六郷満山関係などを作っております。

また、個人プランも１プラン、ライナーで行

く神の島、姫島を用意しており、着地型の体験

プランも８プランほど、佐賀関で関サバを食べ

るなどのプランを用意しております。これを既

に３月から発売しました。

今後も、観光客にとって魅力的な商品を提供

できるよう、ツーリズムおおいたは現場と連携

した商品の企画造成に取り組んでいくこととし

ております。

森委員 ＤＭＯの機能としては、やっぱりマー

ケティング、またマネジメントというのが非常

に重要だと思っております。

そういう中で、今回の一般質問等でもござい

ましたけども、オセアニア等から大分へラグビ

ーワールドカップ観戦に行きたいという方がい

ても、福岡の宿泊施設を使ってしまうとか、様

々な課題が出てきたと思います。そういう部分

が、県域版ＤＭＯであるツーリズムおおいたが

一番力を発揮しなければならないところである

と思うし、マーケティング強化とかを今までや

ってきている中で、そういうことが今回、十分

に機能しなかったっていうのは、どこに原因が

あるのか分析されてたら教えていただきたいと
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思います。

そして、ツーリズムおおいたの予算の件、さ

きほど御回答いただきましたけども、おおむね

３億円弱ぐらいの委託事業で、自主事業として

の収益事業は平成２９年の予算で６００万円ほ

ど、また、会員からの会費収入が８００万円ほ

どということで、非常に経営的には委託事業、

受託事業に頼っているという部分があります。

そういう中で、やはり長期的にツーリズムお

おいたをどうやって経営していくかということ

をしっかりビジョンを立てていかなければなら

ないと思うんです。昨日、企業局の長期経営計

画が出てきましたけども、ツーリズムおおいた

が公的な、また観光ＤＭＯとしてしっかり役割

を果たしていくのには、そういった計画があっ

てしかるべきじゃないかと私は考えております。

その部分について経営計画、大分県にはおおい

たツーリズム戦略がございますけども、ツーリ

ズムおおいた独自の経営計画等について、県と

してどう考えているか教えてください。

後に、今回の一般質問で出ましたけども、

せとうちＤＭＯ等では、やはり会員サービスと

いうのを重視しております。ＤＭＯの会員とし

てベネフィットを受けられるような、ＤＭＯに

入っていて利益があるというようなことが非常

に重要だと思うんですけども、ツーリズムおお

いたとしても、しっかりそういった会員向けの

サービスっていうのが必要だと思います。

ある方に聞きますと、もうツーリズムおおい

たにいても情報が入ってこないから、会員から

抜けたいというような話もあったそうです。そ

ういう部分についてどう考えておられるのか、

以上３点をお伺いします。

阿部観光・地域振興課長 ３点いただきました。

１点目、ワールドカップの件でございますが、

確かに今年の１月初めにオーストラリアのＯＴ

Ａから出た旅行商品を見て私も驚きましたけど

も、何と福岡に泊まって大分に来るなんていう

ツアーがありました。

実はそこで早速、各ＯＴＡを回りましたら、

どうも情報が伝わってないと。本来、ここはＧ

ＭＴというＪＴＢの関連会社がそれを一手に請

け負うんで、我々はそこが全てやるということ

を聞いていたんですが、そこからの情報共有が

できていなかったといいますか、大分県に旅館、

ホテルがたくさんあるというのが知らされてな

かったと。また、大分の旅館、ホテルから部屋

を提供していただいておらず、配る部屋がなか

ったということでございました。それですぐに

ツーリズムおおいたが地元のＪＴＢ大分支店と

協定を結び、ホテルバンクという機能を作りま

して、まさにツーリズムおおいたが頭となって、

県内のホテルから部屋をかき集めて、そのＧＭ

Ｔを通して、今、売りさばいている 中です。

その結果、初めは福岡に泊まると言っていたそ

のホテルを今、大分に振り替えてもらってます。

そういう意味で、ツーリズムおおいたは、そ

の機能を、初めはなかなか果たせなかったとこ

ろでございますが、今は果たしていると考えて

おります。

２点目の経営計画でございますが、ツーリズ

ムおおいたは、おっしゃるとおり、今はまだ収

益力が弱い状況でございます。平成２９年度も

こういったネクタイだとかバッジだとか、そう

いった収益に頼っている状況でございます。た

だ今年度は、さきほどお話をしました商品販売

システムを導入いたしましたので、平成３０年

度からは、徐々にこの商品販売の収益が増える

と見込んでおります。

ただ、その収益が増えることで、例えばツー

リズムおおいたの職員全員の給料が賄えるかと

なると、なかなかそこまではいきませんけども、

平成３４年ぐらいまでには、半分ぐらいといい

ますか、かなりの部分の予算が賄えるようにと

いう長期の計画を立てております。

後に、会員サービスでございます。今、ツ

ーリズムおおいたには２４０名ほどの会員がい

ます。以前は、確かにツーリズムおおいたの会

員になってどんな利益があるんだろうかという

声が聞かれたこともありました。ただ、現在の

ツーリズムおおいたは、まさにＤＭＯとして力

を発揮し、その効果が現れようとしております。

そういう意味では、会員は徐々に増えており、

また今後のツーリズムおおいたの活動、活躍に
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より新たな会員サービスもでき、さらに会員も

増えていくものと期待をしております。

森委員 やはりツーリズムおおいたが県の下請

のような形じゃなくて、自らきちんと経営計画

を立てて、ビジョンを持ってやっていただきた

いと思います。

守永委員 ３点質問をさせていただきます。

まず一つが、企画振興部の予算概要の４６、

４７ページ、移住者居住支援事業費と老朽空き

家対策促進事業費についてです。この移住者居

住支援事業費でのお試し居住で整備した施設の

活用状況について、把握してれば教えていただ

きたいと思います。

また、老朽空き家対策促進事業と移住者居住

支援事業との連携といったものがあるのか、あ

わせて教えてください。

二つ目ですが、予算概要の５４ページ、国東

半島サイクルツーリズム推進事業費についてで

す。大分のすばらしさ、魅力を発信する上で有

効な事業だと思うのですが、事業実施に関連し

て、土木事務所等、土木建築部との連携につい

てはどのようにしているのかを伺いたいと思い

ます。

三つ目が、予算概要の６７ページ、鉄道駅耐

震補強事業費、それと鉄道駅バリアフリー化推

進事業費についてですけども、両事業の内容に

ついて教えてください。

岩崎地域活力応援室長 まず、老朽空き家対策

促進事業と移住者居住支援事業との連携につい

て、２点質問がありました。

まず、移住者居住支援事業の中のお試し居住

施設の利用状況について、これは１２月末まで

の実績を把握していまして、２８年度に整備し

た臼杵、竹田、日出の施設の利用実績でござい

ます。

臼杵は４０組で１０６人の利用があり、５組

１１人の移住につながっております。竹田では

１９組４７人の利用があり、１組３人の移住実

績がございます。日出は１２組２３人の利用が

あり、まだ移住にはつながっていないというこ

とでございます。合計７１組１７６人の利用で、

６組１４人の移住につながっております。

続きまして、老朽空き家対策促進事業費との

連携についてでございます。

老朽空き家対策促進事業は、空き家の所有者

に対して適正な管理と利活用を促すものです。

移住者居住支援事業との連携については、その

空き家を移住に使っていただくという観点から、

老朽空き家対策促進事業の中で、所有者に対し

て利活用可能な空き家について、空き家バンク

への登録を促すとか、管理について、シルバー

人材センターへの管理委託をあっせんしたりと

か、市町村によってはお試し居住施設への転換

とか、そういったことを進めたりしております。

ちなみに、３０年の２月末で空き家バンクの

登録件数は５９４件まで広がっておりまして、

県外からの移住だけではございませんけども、

２６０件の利用があります。

阿部観光・地域振興課長 私から、サイクルツ

ーリズムの事業実施に関し、土木建築部及び土

木事務所との関係はということでございます。

自転車活用推進法が昨年５月に施行されて、

サイクルツーリズムへの機運が高まる中、県内

でもさまざまな動きが始まっております。庁内

では、土木建築部、企画振興部、生活環境部、

警察本部など関係部署が集って、自転車活用推

進計画の策定に向けて議論を行っている 中で

ございます。

当該事業は、県内のサイクルツーリズムの先

進地である国東地域において、スマホを活用し

たサイクルラリーやセミナーを開催しようとい

うものでございます。当該事業実施にあたって、

昨年度から振興局、県土木事務所、市、バス事

業者などとバスの運行に支障がある箇所を調査

し、運行支障箇所を改修したところですが、こ

の事業の中で、サイクルラリーのポイントとな

るお寺への案内標示や道路清掃なども一緒に行

いました。そして、サイクリストが安全、快適

に走行できる環境を整備したところでございま

す。

また、この事業では、実際に国東半島内を巡

ったラリー参加者の声を拾い、集まったデータ

を土木事務所とか市、町と共有しまして、次の

ハード、ソフトの整備につなげていきたいとい
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うものでございます。

このサイクリングの走行環境を整備し、広く

情報発信することで、国東半島のサイクルツー

リズムを推進したいと思っております。

土田交通政策課長 駅関係の事業についてお答

え申し上げます。

まず一つ目、駅の耐震補強事業については、

補助要件となる１日１万人以上の利用者を満た

す別府駅を対象にして、事業を行うこととして

おります。

バリアフリー化事業については、３千人以上

の要件を満たし、かつバリアフリー化が未実施

である４駅、鶴崎、大在、高城、別府大学駅に

ついては、３２年度までの国の目標をめどに事

業を行うこととしてございます。

今年度は、鶴崎駅の設計を行っております。

来年度は、その鶴崎駅の工事と大在駅の設計を

行う予定です。両事業とも補助率は、国が３分

の１、県と地元市で６分の１でございます。

守永委員 移住者居住支援事業と老朽空き家対

策促進事業費、うまく連携をさせながら取り組

んでいるというお話を伺いましたけども、特に

空き家対策については、中心地、いわゆる大分

市内や、様々な周辺地域も含めて大きな課題で

あろうと思います。それにあわせて、どれだけ

多くの人に住んでもらうかという観点も大事だ

と思いますんで、その両方をにらみながら、ぜ

ひ進めていただければと思います。

あと、国東半島のサイクルツーリズム推進事

業費に絡んで、土木とうまく連携をとりながら、

案内標示板の整備などもされているということ

なんですが、特にそういうイベントをする際に

は、道路の周辺景観を良くするということにも

注意を払っているんだろうと思います。特に、

土木建築部の道路の維持管理について、近年、

雑草が生い茂る状況が目立つな、と非常に気に

なっております。こういうイベントだけでなく、

観光振興という面でうまく連携をとりながら、

県外から来る方々にすばらしいところをきちん

と発信していく、そして見てもらうということ

が重要だろうと思いますんで、その辺の取組で

は、総合的にぜひ連携をとっていただければと

思います。

あと、鉄道駅の関係では、鶴崎の設計が終わ

ったんで、具体的な工事に取りかかる、そして

大在についてはこれから設計に入るということ

を伺いました。

４駅を対象に徐々にやっていくということだ

ろうと思うんですが、さきほど質問された方も

いらっしゃいましたが、ＳＳＳとの関連も含め

て、この事業の実施の効果と、本当の意味での

バリアフリーなど、使いやすさを考えて様々な

議論をＪＲともしていただきたいと思います。

とりあえずお願いということで、終わりたい

と思います。

毛利副委員長 以上で事前通告者の質疑は終わ

りました。

ほかに御質疑のある方は挙手を願います。

志村委員 部長にお尋ねいたしたいと思います。

私どもは、日本と台湾の友好議員連盟を全会

派で立ち上げまして、今交流を進めております

が、先日の花蓮の地震のお見舞いに井上議長が

福岡の総領事をお訪ねしまして、お見舞金をお

渡ししました。

その際に議長が、世界温泉地サミットがある

んで楽しみだというお話をしたら、いやいや、

実は聞いておりませんと、案内もないというお

話でありました。議長もびっくりして返答でき

なかったようでありますが、私は立ち話で報告

を受けているものの、この問題、やっぱり議事

録によるしっかりとした議論を県議会でしなけ

ればいけんなと思って、あえてお話し申し上げ

たいと思っております。

確か、台中との友好協定、廣瀬部長が直接取

り組まれたと認識しております。さらに、台中

路線、今は休止ですが、土田交通政策課長も神

経を注いで、その再開に向けて努力をしていた

だいております。

こちらからお願いすることは、ぜひお願いし

たい。しかし、これはだめですよ、これは外交、

交流ではないと思うんですね。世界温泉地サミ

ットは、国と地域ということが明文化されてお

ります。何が起きたんでしょうか。

廣瀬企画振興部長 台湾との交流については、
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私は覚書って言いますが、覚書を結んでずっと

交流を進めております。

一方で、世界温泉地サミットですけども、こ

ちらのほうは国、環境省の全国温泉地サミット

との合同開催ということになっておりまして、

今のところ世界温泉地サミットには、１６か国、

１７地域、欧州を中心に世界の温泉地のトップ

がやってくるということで考えております。

志村委員 何が起きたのっていうのは、なぜ台

湾、国連的にはチャイニーズタイペイですから

地域ですけども、この該当の範疇であるという

ことで、外れてるのはなぜかという意味でござ

います。

舞鶴高校が３年間にわたりまして取り組まれ

たＳＳＨ、スーパーサイエンスハイスクール、

これにより、３年間続けて台湾の北投温泉の調

査に行っております。さらに第一女子高校、北

一女との交流を、その北投温泉を通じてやって

おりますし、しかも異例でありますけども、前

身が帝国大学である台湾大学との交流も舞鶴高

校はやってらっしゃる。そういう思いを、やっ

ぱりしっかりと伝えることが私は大事なことだ

と思っております。

それが大分県の、やっぱり外交に対する意思

だと思っておりますので、何があったかという

ことははっきり申し上げておりませんが、察し

がつくところ、やっぱり国ということではなか

ろうかと思います。ですが、国も実は今まで交

流協会ということであったのを、日本台湾交流

協会、台湾も台湾日本関係協会という組織に再

編しました。中国はこのことについてクレーム

をつけてきましたけども、確固たる姿勢でその

ことを通しております。ですから、国は決して

そうじゃないと私は信じておりますが、ここで

しっかりとしたローカル外交の基本を正確に、

熱心に、国へ届けることが一番大事であると思

っておりますので、そこを少し胸襟を開いてい

ただきたいと思っております。

廣瀬企画振興部長 台湾とは、今、台中市中心

に交流を進めております。ものづくりのビジネ

ス交流の関係、それから観光の関係、これはサ

イクルツーリズムも含めて台中市と進めており

ます。それから物産、あるいは輸出の関係とい

うこと、それから議員の皆さん方にもいろいろ

努力していただきまして、訪日教育旅行も進ん

でおります。

これからも台湾、台中市との交流を県とすれ

ばしっかり進めていきたいと考えております。

志村委員 お答えにはなってないと思うんです

が、日本の温泉は世界に比べまして、みんな服

を脱いで裸の付き合いといいますか、裸で入る

のが日本式の温泉の入り方です。一方、世界で

は、ほとんどが水着で入っているわけでありま

すけども、この日本式の温泉の入り方を広めよ

うとしているのは、実は台湾なんですね。台湾

の教育部、文部科学省の次官でありました范巽

綠さん、今は高雄市の教育長をやっております

けど、彼女が温泉大使として日本式の温泉の入

り方を進めております。まさに大分県でやる、

この世界温泉地サミットは、そういう日本のお

風呂、その入り方やマナーも含めて広げていく

ということも大きな狙いであるとすれば、それ

を広めているところの国とはしっかりと交流を

すべきだと私は思っております。

今回のことを契機に、しっかりとしたローカ

ル外交の基本にのっとって、しっかりと腹を据

えた、やっぱり開催県としてものを申す、しっ

かりとした柱を立てていくということも大事だ

と思っております。しっかりと指摘をしていき

たいと思っておりますんで、コメントを一つお

願いします。

廣瀬企画振興部長 大分県と台中、台湾との交

流というのは、当然ながら観光、温泉も含めて

しっかりやっていきたいと考えております。

吉岡委員 すみません、通告をしておりません

が、５３ページのおもてなしトイレ緊急整備事

業費についてお尋ねをしたいと思います。

これは観光地の魅力向上を図るため、市町村

が管理する公衆トイレの緊急的な整備となって

おりますが、市町村から要望があると思うんで

すけど、観光地の観光施設というのは、今大体

トイレって整備できているのではないかなと。

あえて今回、緊急的ということは、今ある施設

のトイレの改修とかバリアフリー化とか、そう
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いうことになるんですかね。

例えば、観光地の近くに一般の公園があって、

そこも体験型の観光で通る人もいる、だからそ

ういうところも対象になるのか、その事業内容、

対象内容についてお聞かせください。

もう一つは、ｉｉｃｈｉｋｏ総合文化センタ

ー、ここは公演する会場の中のトイレはたくさ

んあるんですけども、施設そのもののトイレっ

て大変少ないんですね。今後、国民文化祭とか

ラグビーで人がたくさんお見えになるので、外

の施設、要するに公演会場ではなくって、ロビ

ーとかありますよね、そういう場所にもたくさ

んトイレを整備する計画があるのかということ

をお尋ねします。

阿部観光・地域振興課長 おもてなしトイレに

ついてお答えします。

トイレの整備につきましては、これまでも２

７年から今年度まで３か年にわたって整備をし

てきたところでございます。ただ、来年、再来

年も、ラグビーワールドカップ等に向けて、徹

底してきれいなトイレでお客様をお迎えしよう

ということで、特に市町村が持っている公衆ト

イレ、これを新築も含め、改修、改築していき

たいということでございます。

各市町村に新築したいトイレ、あるいは直し

たいトイレはございますかというアンケートを

実施して、平成３０年度には４７か所、３１年

度には１６か所を改修予定としております。

具体的に、じゃあどんなところを改修したい

のかということなんですが、例えば大分市であ

れば、府内アクアパークの中のトイレ。杵築市

であれば杵築城下町の資料館、国東市であれば

文殊仙寺など。そういったところが、和式のト

イレを洋式に改修するとか、少し面積が小さい

んで広げるとか、そういった改築、改修、ある

いは新設といった要望が来ております。

新築については５００万円、改築は３００万

円、改修は１５０万円を上限として、２分の１

の補助をしてトイレの改修、改善に努めたいと

思っております。

高屋芸術文化スポーツ振興課長 ｉｉｃｈｉｋ

ｏ総合文化センター本体の改修はございません

けども、国民文化祭は実行委員会形式でやって

おりまして、その中の議論では、５００日前イ

ベント等での反省で、やっぱりトイレが少ない、

階段が登りにくいといったアクセス面に関する

会場の改善経費が予算要求されておりますので、

国民文化祭の方できっとやられると思います。

吉岡委員 これは、ここの管轄ではないかもし

れないんですけど、国民文化祭やラグビーの開

催期間だけでも、そういう改修した公衆トイレ

にはトイレットペーパーを置いて、海外から見

えたときに、日本の人は大体分かってるでしょ

うけど、私も海外はよく分かりませんけど、そ

ういう配慮を期間中だけでも、これは要望して

おきたいと思います。

毛利副委員長 ほかにございませんか。

二ノ宮委員 さきほど、森委員から質疑があり

ました、ツーリズムおおいたの事業について、

２９年度、３０年度事業の詳細が分かる一覧表

をぜひお願いしたいと思います。

毛利副委員長 ただいま二ノ宮議員から、資料

提供の要望がありました。

お諮りしたいと思います。

ただいまの資料を委員会として要求すること

に御異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

毛利副委員長 御異議がないので、ただいまの

資料を要求することに決定いたしました。

執行部はよく調整の上、速やかに提出願いま

す。

ほかに質疑もないようでありますので、これ

をもって企画振興部関係予算に対する質疑を終

わります。

暫時休憩します。

午前１１時５０分 休憩

―――――→…←―――――

午後 １時 １分 再開

衞藤委員長 休憩前に引き続き、委員会を開

きます。

これより国民文化祭・障害者芸術文化祭局関

係予算の審査に入りますが、説明は主要な事業

及び新規事業に限り、簡潔かつ明瞭にお願いい

たします。
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―――――→…←―――――

国民文化祭・障害者芸術文化祭局関係

衞藤委員長 それでは、国民文化祭・障害者芸

術文化祭局関係予算について執行部の説明を求

めます。

土谷国民文化祭・障害者芸術文化祭局長 国民

文化祭・障害者芸術文化祭局の当初予算案につ

いて、お手元の平成３０年度国民文化祭・障害

者芸術文化祭局予算概要及び１枚別にお配りし

ております別紙という資料、この二つを使って

説明をさせていただきます。

まず予算概要の１ページをお開きください。

Ⅰ予算のポイントでございます。

まず、１芸術文化による創造県おおいたの推

進では、国民文化祭を開催することにより、次

代の芸術文化を担う人材や地域力の育成及びカ

ルチャーツーリズムの推進に取り組みます。

続いて、２障がい者が地域で暮らし働ける社

会づくりの推進では、全国障害者芸術・文化祭

を開催することにより、障がい者の自立や社会

参加を推進し、共生社会の実現を目指します。

なお、下段に今御説明しました政策ごとに、

県政推進指針に基づく事業体系を記載いたして

おります。

続きまして、２ページをお開きください。

一般会計の左側、一番左の欄になりますが、

国民文化祭・障害者芸術文化祭局①となってお

ります欄の予算額（Ａ）計の欄に記載しており

ますように、当局の３０年度当初予算の総額は

１０億４，８５２万５千円でございます。

その行の右端、前年度対比の欄でございます

けれども、２９年度当初予算額（Ｂ）と比べて

７億７，７８５万１千円の増、率にして対前年

度比３８７．４％となっております。これは、

平成３０年度がいよいよ本番となる国民文化祭

の開催経費及び全国障害者芸術・文化祭開催経

費の増によるものでございます。

それでは、今回の予算に係る主な事業につき

まして、個別に説明してまいります。

９ページをお願いいたします。

事業名欄、国民文化祭開催事業費８億２，８

６０万８千円でございます。

この事業は、国民文化祭、全国障害者芸術・

文化祭の成功に向け、開閉幕行事等の県事業、

市町村や団体が行う芸術文化事業への支援、広

報や受入態勢の整備を行うもので、実行委員会

の負担金が主なものとなります。

具体的に、少し細かく説明をさせていただき

ます。別紙となっております１枚紙を御覧いた

だきたいと思います。

左上になりますが、県事業の推進として３億

７，０６３万５千円を上げてございます。開閉

幕式典及び開閉幕行事におきまして、県民参加

でつくり上げるステージ事業、日本舞踊や洋舞

踊の祭典等の事業を着実に実施するための経費

です。また、機運の醸成を図るため、１００日

前、５０日前などの節目にプレイベントを実施

いたします。

その右側、市町村、団体等支援３億６，００

１万３千円につきましては、県内を五つのブロ

ックに分け、それぞれテーマを設定して地域別、

分野別事業を行うこととしておりまして、事業

主体となる市町村実行委員会や芸術文化団体に

対して助成を行うものでございます。

次に、左下になりますが、県内外からの観客

等の受入準備で１，９１２万６千円でございま

す。これは、県内五つのブロックを巡りながら、

伝統芸能や地域の祭り、食などを芸術文化事業

と一緒に体験して楽しんでもらうカルチャーツ

ーリズムを実施するとともに、運営ボランティ

アの研修やトラベルセンターの設置を行い、県

内外からの観客の受入れに万全を期すものでご

ざいます。

さらに右側、戦略的広報の展開４，２７７万

１千円では、県内外から多くのお客様においで

いただくために、ＳＮＳ等、各種ツールを活用

するとともに、県外でのパブリシティ活動等、

様々な手法を用いまして県内外に情報発信を行

うものでございます。

再び資料に戻りまして、予算概要書の１２ペ

ージをお願いいたします。

事業名欄、全国障害者芸術・文化祭開催事業

費７，６２３万５千円でございます。

この事業は、全国障害者芸術・文化祭の成功
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に向け、各種の障がい者芸術・文化事業を実施

するものでございます。

具体的には、再び１枚紙の下の欄になります

けれども、こちらの配りました別紙で詳細を説

明させていただきます。

左の県事業の推進として、７，１６０万２千

円でございます。

①県主催事業の実施として、様々な形で障が

い者アート事業を展開するものです。障がい者

自らが芸術活動に参加し、発表する機会となる

公募作品展や全国の障がい者アート支援の取組

を紹介する展示事業、障がいのある方とない方

が共につくり上げるダンスや音楽のステージ事

業、障がいのある方とない方が一緒に楽しむワ

ークショップや文化祭の取組定着を図る地域ミ

ーティングを実施します。また、交流事業とい

たしまして、本県と文化祭のサテライト開催都

道府県が連携しまして、障がい者アートの活動

支援や活用に向けての情報交換、ネットワーク

づくりを目的としたフォーラムを全国連携事業

として実施いたします。

なお、開閉幕に係る式典及びステージ等は、

国民文化祭と一緒に行うため、国文祭での予算

計上となっております。

次に、資料の右側、市町村、団体等支援の９

８万２千円です。

①障害福祉団体主催事業に対する支援にあり

ます展示事業のときめき作品展につきましては、

大分県障害者社会参加推進センターが文化祭事

業として実施する経費に対する補助を県で直接

執行するため、実行委員会負担金とは別に計上

しております。

また、②の市町村実行委員会事業に対する支

援につきましては、資料上段の国民文化祭開催

事業の市町村、団体等の支援、市町村実行委員

会に対する支援の一部を再掲したものとなって

おります。

以上が国民文化祭・障害者芸術文化祭局の平

成３０年度当初予算に係る主な事業でございま

す。よろしく御審議のほど、お願いをいたしま

す。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入りますが、執行部の皆さん

に申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し、簡潔明瞭に答弁

願います。

事前の通告者が２名おります。

それでは、順次指名してまいります。

原田委員 いよいよ７か月後に開催があるとい

うことで、大変準備に忙しいことだと思います。

私は、この文化祭の、取り分け開会式につい

て質問させていただきたいと思います。

実は福祉保健生活環境委員会では、昨年９月

に行われた奈良大会の開会式に出席しました。

もちろん皆さん方もお見えになってました。開

会式は皇太子殿下御夫妻をお迎えして、東大寺

大仏殿の前で行われましたが、古都の歴史と現

代芸術が融合されたすばらしいものでした。

今年１０月６日に行われる大分大会の開会式、

全国の皆さん方に大分らしさが伝わればと期待

しているところでありますが、どのような開会

式になるのか、言える範囲でお答え願えればと

思います。

そのときに感じたんですけど、奈良大会の開

会式入場にあたっては、事前の許可証とともに

身分証を提示しての本人確認、そして、飛行機

に搭乗する際のようなセキュリティチェックが

ありました。世界で不特定多数を狙ったテロ事

件が起きている中で、セキュリティの確保は

重要だと考えます。その対策についての考えを

お聞かせ願いたいと思います。

秋月事業推進課長 開幕の行事につきましては、

１０月６日の土曜日の午後に、ｉｉｃｈｉｋｏ

総合文化センターから県立美術館までの、いわ

ゆる芸術・文化ゾーンをフルに活用いたしまし

て実施をすることとしております。

開会の式典に引き続き、オープニングステー

ジでは佐伯市御出身の芥川賞作家である小野正

嗣さんによる脚本、また、若手振り付け家のト

ップランナーであります大分市御出身の穴井豪

さんの舞台演出によるオリジナルのステージ

「ヨロコビ・ムカエル？」を御披露することと

しております。
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出演者につきましては、大分にゆかりのある

方を広く募集して、現在３歳から８２歳まで、

障がいのある方も含めて、約２００名の方がダ

ンスを中心としたすばらしいステージになるよ

うに、練習を重ねているところでございます。

また、本県の伝統芸能も、そのステージの中

で御披露する予定となっております。

また、大型のスクリーンやＬＥＤビジョンを

活用するなどして、創造的な空間を生み出すと

ともに、光や音、映像を駆使しまして、幻想的

な世界を演出する予定としております。

また、舞台のみならず観客席なども会場をフ

ルに使って演出をしたいと考えているところで

ございます。

大分県民が一からつくり上げるオリジナルの

ステージ、全国に向けて、そうしたすばらしい

ステージを発信してまいりたいと考えていると

ころでございます。

また、国民文化祭行事につきましては、従来、

皇室が御臨席をされる行事となっておりますこ

とから、セキュリティの確保につきましては、

一層慎重な対応が求められているところでござ

います。したがいまして、大分大会でも奈良大

会と同様に、手荷物の検査であるとか、本人確

認といったことを行う必要があると考えており

ます。

いずれにしましても、警察等と協議をしなが

ら万全の体制で進めてまいりたいと考えており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

原田委員 開会式、とても楽しみです。奈良大

会の開会式のセキュリティチェックのときに思

ったんですけど、チェックは厳しいんですけど、

物々しさを感じさないといいますか、そういっ

た雰囲気は本当に感じられたセキュリティチェ

ックの仕方でした。ぜひともそういった形で、

参加される方、見られる方、ゆっくり楽しめる

ようなセキュリティチェックにしていただきた

いと思います。

守永委員 １点質問なんですけども、国民文化

祭と全国障害者芸術・文化祭、障がい者の参加

についてお尋ねします。この国民文化祭、全国

障害者芸術・文化祭が大分県らしく運営される

ために、やはり障がいのある方々が国民文化祭

の、いわゆる障がい者部門とは別立てにはなる

わけですけども、その国民文化祭のプログラム

に参加できる配慮がなされるべきだろうと思っ

ています。予算編成にあたって、そのような配

慮がなされているのかお伺いしたいと思います。

高橋企画・広報課長 １点、御質問がございま

した。

国民文化祭と障害者芸術・文化祭への、障が

い者の企画への参加ということでございました。

今回、大分県では、全国で初めて国民文化祭

と全国障害者芸術文化祭を全市町村で、同一期

間でやるという画期的な開催になっています。

文化祭の開催にあたりましては、この二つの文

化祭を一体的に審議する県実行委員会に、障が

い者の団体の代表の方も入っていただいて、意

見もいただくということで進めています。

また、この実行委員会の下に、全国障害者芸

術・文化祭の企画あるいは運営面での配慮事項

等について協議する企画運営委員会を設置して、

その中には福祉施設の団体の会長あるいは特別

支援学校の校長のほか、障がい者、支援者、御

本人も入っていただいて、具体的な提案をいた

だき、それをまた事業内容にも反映していると

ころでございます。

また、同じく実行委員会の下部組織に観光お

もてなし部会がございます。その下に、障がい

者や障がい者施設の担当者等からなる実行部隊

実務者会議を設置して、イベント運営とか障が

い者のおもてなし等につきまして、具体的な意

見を言っていただいてます。

昨年１０月に１年前イベントを開催しました

けれども、この実務者会議のメンバーが、その

１０月１日の事前に会場を実際に歩くなどいた

しました。実踏して、障がい者のイベントの運

営とかおもてなし等について、より具体的な御

提案をいただいたきました。その中には、例え

ばスロープを設置をすると、あるいは放送が聞

こえない聴覚障がい者に配慮して、プラカード

要員を設置をするといったような対策も行いま

した。そのイベント終了後も、きっちりそれに

ついて反省をして、これを本番に生かすという
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構えをしてございます。

また、障がい者の参加する具体的事業につい

ては、開幕ステージはもちろんですが、障がい

者の作品展示あるいは障がいのある方とない方

が共につくり上げる音楽やダンスのステージ発

表といったようなことについても、企画運営委

員会からの意見を踏まえた内容としてございま

す。

また、これらに加えて、１０月６日からの本

番につきましては、障がいのある方にも安心し

て参加していただけるよう、手話通訳、要約筆

記、これはもちろんですが、スロープも強固な

ものにしないと意味がないということもござい

ましたので、そういった強固なスロープの設置

あるいは車椅子利用者の動線の確保、非常に混

雑をして動線がうまく確保できなかったという

反省がございましたので、そういった点、さら

には交通、宿泊事業者を対象にした研修の実施、

そういった受入体制についても、しっかり万全

を期してまいりたいと考えてございます。

守永委員 企画段階でこれだけ丁寧に、かなり

工夫を凝らしてやっているんだなというのが、

今、感じられたんですけども、これだけの準備

をするわけですから、大分県でも障がいのある

人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条

例ができたわけですけども、ぜひその条例の趣

旨にのっとって、全市町村で行われるというこ

ともありますから、全市町村でこの条例が普及

できることもちょっと配慮いただきながら、イ

ベントをするときに、こういうことに配慮をし

てきたよということなど、今後の様々な市町村

段階での企画運営の参考になるようなものをま

とめていただければ助かるなと思いますので、

ぜひ、そういった面を御検討いただければと思

います。要望として、投げかけて終わります。

衞藤委員長 以上で、事前通告者の質疑を終了

いたしました。

ほかに質疑のある方は挙手をお願いいたしま

す。

麻生委員 １１ページの事業費のところで、障

がい者福祉費の国庫支出金として、財源７，０

５０万円という記載があるんですが、確か文化

庁であるとか、この事業が今回初めて一体開催

という形になった関係で、国庫支出金の部分が

減ったということはあるのかなという、そこの

部分がちょっと心配なのと、文化庁の直接主催

事業的なもの、ここの予算案に出てこない部分

が別に隠れているのかなと。確か文化庁が、何

か開催年度に２億円ぐらい、これまで各都道府

県に出してたような記憶があるんですが、その

点について説明いただければと思います。

秋月事業推進課長 厚生労働省からの補助金に

ついて、今回、大分県は全市町村で障がい者事

業を進めたいということで、厚労省にも補助に

ついて強く要望してまいったところでございま

す。その辺りをお酌み取りいただき、今年度行

いました奈良が３，５００万円程度だったと聞

いておりますけれども、それ以上の金額を補助

していただけるということになっております。

それともう一つ、文化庁からいただく２億円

については、今回、私どもの開幕行事や広報と

いった経費に充てて執行することとしておりま

す。文化庁が直接行う事業は、大分県では特に

実施がございませんけれども、今回、厚労省で

のサテライト開催ということで、他県と連携し

て事業を行うというものがございます。

高橋企画・広報課長 国庫の大きな方、２億５

００万円というのは、今のところ去年と同額で

ございます。これ以外に、どうやら今、検討さ

れているものがあるように聞いておりますが、

それはまだこちらには具体の数字を教えていた

だいてないという状況です。

麻生委員 ということは、この予算案の中に入

ってきてない部分が文化庁の方で事業としては、

大会としてはあるということでよろしいわけで

すね。

高橋企画・広報課長 うちの予算に反映されな

い部分がどうもあるんじゃないかなと、何とな

くのイメージで、何となくというか、そういう

前触れがございました。具体の話はまだいただ

いてないので。

衞藤委員長 いいですか。（「はい」と言う者

あり）ほかにございませんか。

戸高委員 戦略的広報の展開ということで、隅
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々まで届ける広報の推進、このシティードレッ

シング、これはどのぐらいの時期から、どのぐ

らいの規模でされるのかということをお聞きし

ます。

それと、芸術文化に関係ある方は、もう早い

段階から非常に、この国民文化祭を楽しみにし

ておりまして、本当に一生懸命携わっていただ

いているんですが、先日、３、４０人の集まり

の中で、国民文化祭の認知度を確認しようと思

って、私聞きましたら、知ってる方はゼロでし

た。毎回ゼロというわけじゃないんですけど、

事あるごとに聞くんですけど、本当に関係ない

方は全く関係ないというか、知らないんだなと

いうか、もう耳に入らないんだなという思いが

ありました。知事が国民総参加のお祭りだとい

うことで、今回取り組んでいただいております

んで、その辺の周知の仕方、国民、県民総参加

ということになるための取組、周知をどうする

かということをお聞きしたいと思います。

高橋企画・広報課長 こちらの１枚紙の戦略的

広報の展開というところでございます。

シティードレッシングのお話ですが、この③

のすみずみまで届ける広報の実施ということで、

これ、金額は入れてませんが２，５００万円ほ

ど予算案で計上しています。シティードレッシ

ングは、事前にするものもあるんですけれども、

どちらかというと、もう直前に、例えば商店街

でお茶席をセットしたりとか、旗を立てたりと

か、そういったものを想定しています。ここで、

それ以外で各種広報ツールを活用した県内広報

といったものも、もう事前にどんどんやってい

ってますが、グッズを今いろいろ作っています

ので、そういったものは事前にありますけれど

も、シティードレッシングはそういったこと。

それと、空港とかＪＲ、こういったところに

デジタルサイネージ、空港は御覧になったこと

があるかと思います。階段のところに、大きな

傘の、野点の傘の絵を入れてございます。あれ、

結構目立つかなと思ってるんですが、そういっ

たものも今やっております。それからバスのラ

ッピングですね、今、市内を２台ぐらい黄色い

目立つものが走ってると思いますけど、それは

もう今でもやっています。そういったことをや

っていると。

あと、機運醸成ですね、大分県であることが

なかなか知れ渡っていないということでござい

ますけれども、それでも、かなり浸透してきた

かなと思っています。一つは各市町村の事業が

予算の関係等もございまして、大っぴらにこう

いうのをやるというのを十分まだ説明できてな

い部分がございます。これ、４月に各市町村で

も実行委員会がございますので、その場で公式

に決定をした後に、ちょっとまだここでは言え

ませんが、かなり有名な方が来たりとか、いろ

んなイベントをするように計画をしていますの

で、そこからもう一段の広報ができるかなと考

えています。引き続き一生懸命やっていきたい

と考えております。

衞藤委員長 いいですか。（「はい」と言う者

あり）ほかに御質疑ありませんか。

末宗委員 今の戸高議員の質問と同じで、ちょ

っと課長からも答弁があったような感じなんだ

けど、芸術文化に関する関心がなかなか、人間

それぞれでございますので、関心の深い人から

関心の薄い人まで、県民いろいろいるわけやけ

ど、一層盛り上げるために、今、課長が予想だ

にしない人を大分県に呼ぶとかいう発想もある

みたいだけど。

昨今、私がテレビ、新聞等でよく見るのに、

芸術文化に一番日本の近い部分ですけど、先日、

国民栄誉賞を羽生善治さんと井山裕太さんが囲

碁・将棋で受賞したわけですけど、非常に芸術

文化というか勝負事というか、非常に中に含ま

れると思う。それと、今日もテレビで、今やっ

てたんですけど、藤井、今５段かな、５段が１

５、６連勝して、昨年は２９連勝した。非常に

国民の関心が深いわけですよね。もう昨今の状

況を見たら、そういう試合を、この国民文化祭

に合わせて企画するとか、そういうのをやった

ら、芸術文化の分野から非常にまた一層、大分

県民の関心が広がるんじゃないかというような

気が、今この議場でいたしました。そういうも

のも、もしできたら含めて御検討をお願いいた

したいという気持ちでございます。ちょっとコ
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メントをよろしくお願いいたします。

土谷国民文化祭・障害者芸術文化祭局長 二つ

御回答をさせていただきたいと思います。

一つは、なかなか県民の皆様に国民文化祭に

ついて周知ができないということで、さきほど

課長からも回答しましたけれど、内容が決まっ

てからというのもあります。けれども、私ども

から広報すると、どうしてもその相手というの

が比較的偏りがちかということもございまして、

今年度は企業の皆様にお願いをするということ

です。国民文化祭があるということを、まず、

県民の皆様にお知らせするのに、広報に御参加

いただけないかというお願いをしたところです。

県内の金融機関、大手のところはほとんどそ

うしていただいたんですけれども、今年のカレ

ンダーの中に、国民文化祭がある年ですよとい

うことを刷り込んでいただき、なかなか文化と

関係ないところでも、手にするところで広報が

できるようにという努力をしているところです。

この後、中身が決まりましたら、ラジオ、それ

からテレビ等も活用して、ますます進めていき

たいと思っております。

それから、今、プロの試合というのがござい

ましたけれども、囲碁の大会があります。著名

な方ということではないでしょうけど、プロ、

アマ、それぞれの部があったりします。ただ、

多分これは言っていいんだろうと思うんですけ

れど、俳句とか、いろいろなところで、夏井い

つきさんとか、今非常に有名な方、県民の皆さ

んが御存じの方がいらっしゃる。いろんな分野

でそういう方をゲストに招いて、文化に直接関

係のない方も、ああ、テレビで見たあの人こと

かと言うことができるように、各事業主体が一

生懸命工夫を凝らしていただいております。ど

の程度できるか分かりませんけれども、一生懸

命頑張らせていただきたいと思います。（「期

待しちょります」と言う者あり）

堤委員 さっきの高橋課長の話を聞いて、交通

事業者の研修、 初のオープニングステージの

ときには、かなり障がいのある方もいろんな交

通手段で来ると思うんですね。つまり大分駅か

ら歩いて来る方もおられるでしょうし、バスで

来る方もおられるでしょう。または、リフトつ

きの乗用車で来る方もおられる。そういう、何

というか、動線、会場の中の動線は分かるんだ

けれども、そういう、その拠点から来る動線、

それについてはどういうふうに検討をされてる

のかなと、安全がもう一番ですからね。そうい

う点ではどういう形で検討をされてるかという

ことを少し教えてください。

高橋企画・広報課長 例えばオープニングイベ

ントについてでございますけれども、大分駅か

ら芸術文化ゾーンまでは、臨時のバスを出そう

と考えています。それとあわせて、ボランティ

アもポイント、ポイントで配置をするというこ

とを考えています。それから、各市町村におき

ましても、交通の結節点から会場まではシャト

ルバスを運行するという計画も、今、検討中で

ございますので、その辺り安全等に十分留意し

てまいりたいと思います。

秋月事業推進課長 障がい者の開幕への御参加

について、少し補足をさせていただきたいと思

います。

現在のところ、考えられている案ではありま

すけれども、障がい者の皆様方には事前にお申

し込みをいただきまして、ｉｉｃｈｉｋｏ総合

文化センターの地下の駐車場を優先的に使って

いただきたいなと考えております。それととも

に、また大分駅周辺からはシャトルバスを運行

させていただくなど計画していきたいと思いま

す。何よりも障がいのある方が参加しやすい環

境づくりを整えてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。（「はい、ありがとうござい

ます」と言う者あり）

衞藤委員長 ほかに御質疑ありませんか。

吉岡委員 ちょっとお尋ねと提案です。周知っ

て大変難しいと思うんですけど、学校現場でも、

公民館は多分貼ってあったと思うんです。例え

ば学校でしていればいいし、もし、していなけ

れば特に県立高校とか、もう大人にもなってき

ますので、こういうところに貼ることによって。

このロゴマークもとてもすてきですし、学校で

校長先生の話の中でちょっとするとかあれば、

そうすると、家庭に帰って話をできると。学校
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でしていればいいですし、もし、できなければ、

せめてポスターを貼るとか、そういう周知の方

法もあるのかなとちょっと今考えておりました

ので、何かあれば教えてください。

高橋企画・広報課長 実は、学校にはもう配っ

ているんですが、すみません、たまたま目に触

れてなかったのかもしれません。あと学校の配

布はもちろんやっておりますが、教育委員会と

もいろいろ協力をして、例えば今度の予算でも、

小学生にウエルカムカードというのを、それぞ

れ書いていただいて、会場に来た方に配るとい

う事業も教育委員会でやっていただいていると

思います。

それから、先哲史料館とか図書館辺りでも記

念の事業をやるというようなことも、今、計画

をしています。提案をありがとうございます。

衞藤委員長 いいですか。（「はい」と言う者

あり）

木田委員 土谷先輩に記念に質問をさせていた

だこう、要望をさせていただこうと思います。

今回のイベントを通じてのレガシーですね、ど

ういったものが求められるかということがある

と思うんですが、やはり障がい者への理解が深

まるかどうかというのは、このイベントを通じ

てレガシーとして大切なものだと思っておりま

す。

今、ＪＲの駅の無人化についても、いろいろ

と議論が、議会でもあってもおります。交通事

業者も努力する必要があると思いますけども、

ロサンゼルスですかね、バスで車椅子の方が列

に並んだら、「ゴー・アヘッド、キャン・ユー

・ヘルプ・ユー」ということで、みんなで乗せ

てあげるというのが文化としてあるということ

は伺ったことあるんです。やっぱりこういった

イベントを通じて、そういった文化がこの大分

に根付くと、また、すばらしい一つレガシーに

なるんじゃないかと思いますけども、土谷先輩、

どうぞよろしくお願いいたします。

土谷国民文化祭・障害者芸術文化祭局長 あり

がとうございました。国民文化祭全体につきま

しては、人材の育成でありますとか、永遠に残

していくレガシーというのはたくさん、地域力

のアップとかいうことがございます。

特に障がいの部分に関しましては、今、委員

おっしゃられましたとおり、まず障害者芸術・

文化祭の視点からいいますと、障がい者のアー

ト活動に対してまず知っていただきたい。まだ、

今まで大分の方、皆さん目にする機会がないの

で、どれだけすばらしい作品ができるかという

のも知っていただきたいというのもございます。

それから、たくさんの方を今度はお迎えする

ということで、今、例えばユニバーサルドライ

バーの育成とか、そういうことも来年の私ども

の予算に計上しているところです。そういうお

迎えする、障がい者の方も楽しく大分を旅がで

きるようにと、いろんなおもてなしの工夫もし

ておりますので、そういうことを積み重ねてい

きたい。その中で、もともと車椅子マラソンで

いろいろ培ってきた大分のノウハウがございま

すので、そういうものがますます積み重ねられ

ていけばいいなと思っております。

レガシーとしては、実はもう一つうれしい取

組が始まっております。建設業協会と障がい者

アートの部分が、道路工事標識ですね、道路工

事がいつからいつまでというのがありますけど、

そこに障がい者アート作品を入れていただける

ということで先般、協定を結ぶことに立ち会わ

せていただきました。そうやって、少しずつ取

組が広がっていくことを期待したいと思います。

一生懸命、つながるように頑張っていきたいと

思います。

衞藤委員長 ほかに御質疑ありませんか。

ほかに質疑もないようですので、これをもっ

て国民文化祭……。

〔秋月事業推進課長挙手〕

秋月事業推進課長 すみません、さきほどの麻

生委員の御質問の中で、私の発言を一つ訂正を

させていただきたいんですが、奈良大会の障が

い者の国庫補助を３，５００万円程度だったか

と申し上げたんですが、正しくは４，５００万

円ということで、訂正させていただきます。よ

ろしくお願いいたします。

衞藤委員長 ほかに御質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕
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衞藤委員長 ほかに質疑もないようですので、

これをもって国民文化祭・障害者芸術文化祭局

関係予算に対する質疑を終わります。

なお、執行部が入れ替わりますので、しばら

くそのままお待ちください。

―――――→…←―――――

福祉保健部関係

衞藤委員長 これより福祉保健部関係予算の審

査に入りますが、説明は主要な事業及び新規事

業に限り、簡潔かつ明瞭にお願いいたします。

それでは、福祉保健部関係予算について執行

部の説明を求めます。

長谷尾福祉保健部長 福祉保健部で御審議いた

だきます予算議案でございますが、第１号議案

と第３号、第４号議案の合計３議案でございま

す。

それでは、まず第１号議案平成３０年度大分

県一般会計予算のうち、福祉保健部関係につき

まして、御説明申し上げます。

お手元の平成３０年度福祉保健部予算概要の

１ページをお開きください。

まず、平成３０年度福祉保健部当初予算の概

要についてでございますが、当部では、平成３

０年度県政推進指針に基づきまして、１子育て

満足度日本一の実現、２健康寿命日本一の実現、

２ページに移りまして、３障がい者が地域で暮

らし働ける社会づくりの推進、４地域社会の再

構築、５災害に強い社会づくりと県土の強靱化

による防災力の強化の五つの政策について、事

業を展開することとしております。

続きまして、歳出予算の概要について御説明

を申し上げます。

５ページをお開き願います。

今回、計上しています平成３０年度当初予算

案の福祉保健部一般会計の額ですが、上の表の

左から２番目の予算額（Ａ）欄のうち、福祉保

健部①の計の欄にありますように、９６１億１，

６７６万５千円でございます。これを２９年度

当初予算額（Ｂ）欄と比較しますと、２１億８，

３６４万２千円、率にして２．２％の減となっ

ております。この主な理由としては、一つは、

国民健康保険制度改革に向けまして、財政安定

化のため、平成２７年度から今年度にかけて造

成してまいりました、大分県国民健康保険財政

安定化基金の積立額が大幅な減となったこと、

二つは、国民健康保険基盤安定化事業について、

人口の自然減に加え、雇用改善等に伴い健康保

険への転出により、国民健康保険の被保険者数

が減少し、医療給付費に応じて県が支出する法

定負担金が減額となったことによるものでござ

います。

それでは、重点事業、新規事業の主なものに

つきまして、県政推進指針の政策に沿って御説

明を申し上げます。

７６ページをお願いいたします。

まず、子育て満足度日本一の実現についてで

ございます。

本県の一昨年の合計特殊出生率は１．６５と

２２年ぶりに１．６台へ回復しましたけども、

未婚率や初婚年齢の上昇に伴い、婚姻件数は減

少を続け、出生数も過去 少を更新しておりま

す。一方、多くの若者には結婚の希望があるこ

とから、これを実現することが重要です。

事業名欄一番上のおおいた出会い応援事業費

２，８６１万５千円ですが、この事業では、若

者の結婚の希望を実現するため、独身男女の出

会いの場を創出します。一番上の二重マル、出

会いサポートセンターの設置、運営では、婚活

イベントの実施に加えて、結婚を希望する独身

者を対象に会員を募集し、個別に引き合わせる

など、多様な出会いの場を提供いたします。ま

た、二つ目の二重マル、結婚・子育てポジティ

ブキャンペーンでは、インターネットやテレビ

ＣＭを活用して、結婚や子育てにプラスイメー

ジを広めるキャンペーンを実施し、社会全体で

結婚を応援する機運の醸成を図ります。また、

少子化の進行に歯止めをかけるためには多子世

帯の支援も欠かせません。一つ下のおおいた子

育てほっとクーポン利用促進事業費８，３９４

万８千円ですが、子育て支援サービスの利用促

進を図り、子育て世帯の負担を軽減するため、

出生時に配布しているおおいた子育てほっとク

ーポンについて、３歳以上の兄や姉にも使える

ようにするとともに、放課後児童クラブなどメ
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ニューを拡充した上で、第１子１万円、第２子

２万円、第３子以降３万円と配布額を増額して

実施するものでございます。

７８ページをお願いいたします。

国は、子育て安心プランにおいて、女性の就

業率８０％に対応できる保育の受皿の拡大と、

それを支える人材確保を施策の柱としており、

これを踏まえ、県としても待機児童の解消に向

けた取組をより一層進めてまいります。

一番上の保育環境向上支援事業費２，８３１

万９千円です。この事業は、保育所や認定こど

も園の新設等により、保育の受皿が拡大するこ

とに伴い、必要となる人材を確保するため、新

卒就職者の確保や潜在保育士の再就職支援、保

育現場の働き方改革に取り組むものでございま

す。

一番上の二重マル、資格取得と県内就職支援

では、保育の仕事就職フェアを新たに福岡でも

開催いたします。二つ目の二重マル、就業継続

支援としては、保育現場の働き方改革研究会を

開催し、保育業界における働き方改革に対する

機運の醸成や職場環境改善を図ることとしてお

ります。また、三つ目の二重マル、潜在保育士

の再就職支援では、潜在保育士にダイレクトメ

ールを送り、情報提供や意向調査を行うことな

どにより、再就職につなげてまいります。

８０ページをお開き願います。

保育ニーズの高まりに伴いまして、小学校入

学後に放課後児童クラブを利用する児童も増加

しており、小学生を安心して預けられる環境の

整備が重要であります。

上から２番目の放課後児童対策充実事業費６

億９，８５６万円では、一つ目の二重マルにあ

りますように、クラブの運営費の補助に加えて、

新たに長期休暇中の定員拡大を行うクラブへの

補助や、空きビル等を活用してクラブを実施す

る場合の賃借料の補助を行います。一番下の二

重マルでは、先進的な運営を行うクラブの紹介

や新たな運営主体の参入を促す取組により、体

制強化を図ります。加えて、その下の放課後児

童クラブ施設整備事業費３，６８１万７千円で

は、待機児童が発生している地域を中心に、５

市町１９クラブの施設整備に要する経費を助成

いたします。

９２ページをお開き願います。

平成２８年国民生活基礎調査結果では、およ

そ７人に１人の子どもが相対的貧困状態に置か

れており、子どもの将来が、その生まれ育った

環境によって左右されることがないよう、貧困

等の問題を抱える子どもに対する支援が求めら

れております。子どもの居場所づくり推進事業

費５４２万７千円では、子どもの貧困対策をさ

らに推進するため、近年、民間主導で広がりを

見せている子ども食堂をはじめとした、子ども

の居場所づくりを推進するため、二つ目の二重

マルにありますように、子ども食堂等の新規開

設や既存の子ども食堂等が新たに学習支援やレ

クリエーションを行う際に要する経費に対して

補助します。

恐れ入りますが、５１ページにお戻り願いま

す。

次は、健康寿命日本一の実現についてであり

ます。

先般、平成２８年の健康寿命の調査結果が公

表され、誠に残念ながら、男性が２５年の１６

位から３６位に、女性は１０位から１２位へと

順位を下げました。この結果を受け止め、改め

て取組の重要性を認識するとともに、一段と努

力をしてまいります。

特に、今回、順位を下げた原因として、２０

代から４０代の働く世代の健康悪化が考えられ

ることから、この世代へのアプローチが重要と

思います。

一番上のみんなで進める健康づくり事業費２，

３１５万９千円では、二つ目の二重マル、「ま

ず野菜・もっと野菜」プロジェクトにあります

ように、特に若い世代に足りない野菜について、

野菜摂取３５０グラムの取組を強化するため、

啓発キャンペーンの実施や野菜たっぷりメニュ

ー協力店の拡大等に取り組みます。三つ目の二

重マルでは、働く世代の健康づくりを強化する

ため、健康経営事業所の登録・認定拡大に向け

た健康経営推進員の養成を行います。一番下の

二重マルでは、主に働き盛りの健康無関心層に
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対して、今年４月から本格運用する健康アプリ、

おおいた歩得（あるとっく）の魅力をテレビ番

組やＣＭ等で発信し、楽しみながら健康づくり

に取り組めるよう利用者の拡大を図ります。

３１ページにお戻り願います。

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を

見据え、在宅療養等を望む要介護高齢者や慢性

疾患患者等ができるだけ住み慣れた地域で日常

生活を送ることができるよう、地域包括ケアの

取組を深化させ、医療と介護の連携を強化する

必要があります。

上から２番目の在宅医療提供体制整備事業費

１，４４４万８千円では、高齢化の進展により、

医療と介護の両方を必要とする県民が増加する

ことを見据えて、退院から日常の療養管理、看

取りまで、多職種協働により一貫した在宅医療

提供体制の整備を進めます。

一つ目の二重マル、在宅医療を担う人材の育

成では、入院患者が退院後、円滑に在宅療養生

活を送ることができるよう、看護師や医療ソー

シャルワーカーなど、医療機関の退院調整担当

者に対して研修を行い、入院早期から退院後を

見据えた退院支援体制を強化します。二つ目の

二重マルでは、訪問診療に必要とされるものの

高額であるため、単独の医療機関での整備が困

難なポータブルのエックス線撮影装置などの医

療機器を整備する郡市医師会に対して助成しま

す。

６２ページをお開き願います。

一番上の地域包括ケアシステム構築推進事業

費１，６６３万８千円では、新たな取組として、

一つ目の二重マル、重度化防止に向けた地域ケ

ア体制の整備にありますように、介護度の高い

高齢者の重度化防止に向けて、医療・介護関係

者の相互理解を促すとともに、ケアプラン作成

時にかかりつけ医等との連携を促進することで、

退院時から在宅療養まで切れ目のない情報共有

体制を整備します。

一方、少子高齢化が進展する中、元気な高齢

者の活躍は欠かせません。

６３ページですが、一番上のいきいき高齢者

地域活動推進事業費１，１６３万６千円では、

一つ目の二重マルにありますように、元気な高

齢者による生活支援サービスや子育て支援など、

新規事業の立ち上げを支援するとともに、立ち

上げた事業者に対するフォローアップを実施し

ます。二つ目の二重マルでは、これらの活動に

結び付けるため、アクティブシニア講座を実施

し、担い手の養成を図ってまいります。

６５ページをお願いします。

本県の認知症高齢者は、２０１５年の６万人

から２０２５年には７万３千人まで増加するこ

とが見込まれており、認知症の方とその家族に

対する支援の強化が求められております。

認知症にやさしい地域創出事業費３６１万７

千円では、一つ目の二重マル、早期診断・早期

対応力強化にありますように、認知症地域支援

推進員等を対象とした研修を実施するとともに、

市町村圏域を越えた広域の徘回見守り・ＳＯＳ

体制を整備いたします。二つ目の二重マルでは、

若年層の家族介護者や介護従事者が気軽に相談

し、情報共有できる場づくりを推進するため、

認知症カフェに対してアドバイザーの派遣等を

行います。

続きまして、１０１ページをお願いします。

障がい者が地域で暮らし働ける社会づくりの

推進についてであります。

現行制度では、重度障がいのある方々が医療

費の還付を受ける際、その都度、市町村窓口に

申請に出向く必要があり、その負担の軽減が長

年の懸案となっておりました。

一番下の重度心身障がい者医療費給付事業費

１０億６６６万円では、二つ目の二重マルにあ

りますように、重度心身障がい者医療費助成の

現行給付方式を、市町村の窓口に出向かずに医

療費の還付を受けられる自動償還払いに移行す

るため、市町の電算システム整備に対して助成

を行います。平成３１年度のできるだけ早い時

期から医療機関での受診データを市町に転送す

ることにより、請求手続を簡素化し、障がい者

や御家族の負担軽減を図ってまいります。

１０３ページをお開き願います。

平成２９年の本県の障がい者雇用率は２．４

４％で、全国５位でありますけども、１位奪還
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のためには、より戦略的に取組を強化する必要

がございます。障がい者就労環境づくり推進事

業費３，８５６万５千円は、障害者就業・生活

支援センター等に障がい者雇用アドバイザー６

名を引き続き配置し、これまでの取組に加え、

法定雇用率引上げに伴い、新たに障がい者雇用

が義務づけられる従業員４５．５人から５０人

未満の企業等への働きかけを強化してまいりま

す。

また、新たな取組として、二つ目の二重マル

にありますように、精神障がい者及び知的障が

い者を採用する企業が、職場定着に向けた職場

指導員を配置する場合に奨励金を支給してまい

ります。

さらに、三つ目の二重マルでは、就労継続支

援Ａ型事業所が経営安定を図るために、生産設

備や備品購入などで規模拡大を行う場合に助成

します。

１１６ページをお開き願います。

本県では、発達障がい児に関する特定の専門

医療機関に診断、療育等が集中する傾向にござ

いまして、長期間の診療待ちが常態化している

ことから、発達障がい児を早期に支援できる体

制を整備する必要がございます。

１１６ページの一番上の発達障がい児・家族

支援体制強化事業費１，３４８万５千円では、

発達障がい児の支援体制の充実と家族の孤立感、

心理的不安感の軽減を図ります。二つ目の二重

マルにあるように、大分県発達障がい者支援セ

ンターに、発達障がい児支援コーディネーター

を新たに１名配置して、医療、療育面での機能

強化を図ります。三つ目の二重マル、ペアレン

トプログラムの推進では、発達障がい児の保護

者に対して、子どもへの関わり方を学ぶ研修会

を実施し、保護者の心理的不安の軽減を図りま

す。

１２ページをお開き願います。

後に、災害に強い社会づくりと県土の強靱

化による防災力の強化についてであります。

昨年発生した九州北部豪雨災害及び台風第１

８号による災害への対応を踏まえ、南海トラフ

地震等大規模災害に備えた対策を強化いたしま

す。

上から２番目の福祉避難所体制強化事業費４，

９８９万３千円では、災害発生時に要配慮者を

支援する体制を強化するため、二つ目の二重マ

ルにありますように、福祉避難所等でサポータ

ーとして活動する介護専門人材の登録養成を図

るとともに、一番下の二重マルでは、避難所等

に避難してきた要配慮者の状況を的確に把握し、

適切な避難先をトリアージする災害派遣福祉チ

ーム――ＤＣＡＴの発足に向けた人材を育成を

いたします。

３０ページをお開き願います。

３０ページ下の災害医療体制整備推進事業費

２，８５６万円では、災害派遣医療チーム――

ＤＭＡＴの隊員や災害医療コーディネーターの

人材育成等を通じて、災害時医療体制の充実を

図ります。

上から３番目の二重マルにありますように、

南海トラフ地震を想定した政府主催の総合防災

訓練にあわせて、医療活動訓練を実施いたしま

す。次の二重マル、ＤＭＡＴ等設備整備費補助

では、災害時の医療活動を充実させるため、資

機材等の設備整備を行います。

以上で、一般会計予算の説明を終わります。

続いて、特別会計予算について説明申し上げ

ます。

資料の１２２ページをお開き願います。

第３号議案平成３０年度大分県国民健康保険

事業特別会計予算でございます。

平成３０年度から、市町村とともに県が保険

者となり、安定的な財政運営や効率的な事業の

実施などについて、中心的な役割を果たすこと

となります。市町村からの国民健康保険事業費

納付金や公費等を財源に、県が市町村に対し、

必要な保険給付費などを賄う保険給付費等交付

金を交付する仕組みとなることから、国民健康

保険法に基づき、今回、新たに国民健康保険事

業特別会計を設置するもので、歳入歳出ともに、

それぞれ１，２１６億９，２３８万３千円を計

上しております。

まず、歳入について御説明申し上げます。

１２３ページをお開き願います。
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左端の項・目欄、１分担金及び負担金の１負

担金にあるように、市町村から徴収する国民健

康保険事業費納付金３３４億５，８７９万５千

円、また、その下の２国庫支出金３６１億９，

５１４万５千円のうち、主なものは、１国庫負

担金にある定率国庫負担の療養給付費等負担金

２２４億４，４９２万７千円、さらに、３の繰

入金の１繰入金にあるように、一般会計からの

繰入金７４億７，１６３万２千円でございます。

１２４ページをお開き願います。

４諸収入４４５億６，６８１万１千円ですが、

その主なものは、６５歳から７４歳の前期高齢

者の保険給付費として、社会保険診療報酬支払

基金から交付される、前期高齢者交付金４３７

億８，２０７万８千円でございます。

次に、歳出の主なものについて説明を申し上

げます。

１２６ページをお願いいたします。

保険給付費等交付金１，０２０億８，３９６

万９千円は、国庫支出金や市町村からの納付金

等を財源として、療養の給付等の国民健康保険

事業に要する経費を市町村に交付するものでご

ざいます。

１２７ページをお開き願います。

後期高齢者支援金等１４５億６２１万１千円

は、７５歳以上の後期高齢者医療に係る保険給

付費の支援金について、国民健康保険の負担分

を社会保険診療報酬支払基金に納付するもので

ございます。

１２９ページをお開き願います。

介護納付金４９億３，６８６万４千円は、４

０歳から６４歳の介護保険第２号被保険者に係

る介護納付金について、国民健康保険の負担分

を社会保険診療報酬支払基金に納付するもので

ございます。

１３２ページをお願いいたします。

１３２ページの保健事業費１，２９７万９千

円は、国庫支出金を財源として、被保険者の健

康の保持増進を図り、医療費適正化等に取り組

む市町村を支援するものでございます。

１３３ページをお開き願います。

第４号議案平成３０年度大分県母子父子寡婦

福祉資金特別会計予算でございます。

この事業は、母子・父子家庭等に対しまして、

生活の安定と自立促進を図るため、就学資金な

ど計１２種類の資金を無利子または低利子で貸

し付けるもので、歳入歳出とも、それぞれ１億

７，８８１万４千円を計上しております。

１３４ページをお願いいたします。

歳入につきましては、左端の項・目欄の２繰

越金の１繰越金１億８５５万６千円と、その下

の諸収入のうち、貸付け世帯からの償還金であ

ります、１貸付金元利収入６，３５４万円が主

なものです。

次のページを御覧いただきたいと思います。

歳出についてであります。母子父子寡婦福祉

資金貸付金のうち、右側の事業概要欄にあるよ

うに、ひとり親家庭等に対し、必要な貸付けを

行うための貸付金１億７，２１１万６千円が主

なものでございます。

以上で、福祉保健部関係の一般会計、特別会

計予算の説明を終わらせていただきます。御審

議のほど、よろしくお願い申し上げます。

衞藤委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入りますが、執行部の皆さん

に申し上げます。答弁は挙手し、私から指名を

受けた後、自席で起立の上、マイクを使用し、

簡潔明瞭に答弁願います。事前の通告者は１１

名おります。

それでは、時間も限られておりますので、円

滑な進行に御協力願います。

それでは、順次指名してまいります。

桑原委員 予算概要２３ページの地域の健康課

題対策推進事業費及び５１ページのみんなで進

める健康づくり事業費についてお伺いします。

健康づくりには、食事や運動に加え睡眠も重

要であります。睡眠不足や睡眠障害は生活習慣

病や認知症の原因にもなります。そこで、この

地域の健康課題推進事業では、睡眠に関しての

データは集められてないのか、全県として問題

は出てないのかということ。みんなで進める健

康づくり事業には、睡眠に関する言及がありま

せんけれども、県として、県民の睡眠の改善に

ついて取り組む予定があるのか、どう取り組ん
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でいるのかを教えていただければと思います。

藤内健康づくり支援課長 睡眠改善対策につい

てお答えします。

まず、平成２８年の国民生活基礎調査により

ますと、日頃、健康のために実行していること

として、十分な睡眠を上げた大分県民は３６．

５％で、全国で４番目に多く、全国平均が３３．

４％です。大分県民は総じて言えば、よく寝て

いる方だということになります。

しかし、委員が今おっしゃった、この平成２

８年度に実施した県民健康意識行動調査による

と、６時間未満と回答した方が４０代でやっぱ

り多くて、男性で４４．２％、女性で５３．２

％、男女合わせると約半数近い人が６時間未満

という状況で、働く世代の睡眠改善が重要な課

題だと言えます。睡眠不足による障害は、委員

の御指摘のとおり、生活習慣病との関連が多い

ほか、日中の眠気の誘発や意欲の低下、記憶力

減退など、仕事の効率の低下や労務災害を引き

起こす要因にもなります。先日公表された健康

寿命の結果を見ても、本県は、この働く世代の

健康づくりが重要な課題と認識しております。

健康経営事業所における健康づくりやメンタル

ヘルス対策として、この睡眠についての啓発を

取り組んでいきたいと考えております。

桑原委員 大分県民はよく寝てるということな

んですけれども。今、啓発していくとおっしゃ

いましたけれども、こういう健康寿命日本一を

実現していくという上では、啓発ももちろんで

すけれども、今回のおおいた歩得のように、結

果に対して報酬を与えてモチベーションを上げ

ていくというのは、私は非常に有効であると思

っております。

スマートフォン向けのアプリは、歩数計とか

いろいろ出てますけれども、同じような、睡眠

のときの状態を測るものも出てるんですね。ス

マホの加速度センサーを活用したり、活動量計

と連動させて。それによると、ノンレムとかレ

ム睡眠のパターンも分かるし、睡眠の質まで分

かるということなんで。さきほど６時間未満と

か、６時間以上寝るのがいいのかとかあります

けど、単に時間じゃなくて、睡眠の質というこ

とで言えば、こういうアプリというのは非常に

効果的だと思います。このおおいた歩得の中に

こういう機能を入れて、県民のモチベーション

高めるというか、私も腕に巻いた活動量計で測

って、スマホで管理をしてるんですけれども、

やっぱり飲み過ぎた日のデータは非常に浅いん

ですよね。６時間寝てても２時間ぐらい起きて

るみたいな判断されて、飲み過ぎはやっぱり悪

いなと思いがするんですね。そういうのに非常

に有効ですので、このおおいた歩得の姉妹版と

いうか、そういうものも検討していただければ

と思っておりますが、一応御見解を。

藤内健康づくり支援課長 委員の御指摘のよう

に、既にフリーのアプリで睡眠の深さを測るよ

うな睡眠計が出ております。おおいた歩得と今

の既存のそういう睡眠のアプリといいますか、

うまく連動させると、おおいた歩得で昨日の睡

眠の状態でポイントが加算されるような、そう

いった仕組みも技術的には可能らしいんですが。

今回、おおいた歩得の開発を委託してる業者に

お尋ねすると、かなりコストがかかるというこ

とと、もう一つはそういう機能同士の連携、睡

眠アプリとおおいた歩得の歩数のアプリとの二

つのアプリの連携というのは動作保証の対象に

ならないので、複数のアプリを連携させること

は難しいということでした。もちろんおおいた

歩得に、独自にこの睡眠アプリの機能を入れる

と、さらにコストがかかりますので、その辺は

かなり厳しいと考えております。

桑原委員 それではもう要望ですけども、技術

革新もすごく進むと思いますし、このおおいた

歩得の結果を見ながら、それに乗せていけるん

であれば、そういう方向性も考えていただきた

いと思います。

堤委員 まず、予算概要の８３ページの子ども

医療費助成事業費ですね。子ども医療費の助成

拡大に対して、市町村国保への国庫補助金減額

のペナルティーが未就学児分については廃止さ

れました。しかし、厚労省が２０１６年１２月

にペナルティーの一部解消で生じた財源は、さ

らなる医療費助成の拡大ではなく、ほかの少子

化対策の拡充に充てることを求めると要請して
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います。２０１７年の参議院の厚生労働委員会

では、自治体がさらなる医療費助成の拡充に活

用することを禁止するものではない、自治体自

ら適切に判断することを想定した通知と答弁し

ているんですけども、この医療費助成の拡充は

自治体の判断で可能であると認識してよいのか。

次に１９ページの生活保護費ですね。１０月

から生活保護費の食費や光熱費など、生活扶助

費を３年間かけて５％削減するとなっておりま

す。大分県の受給者に対し、どのような影響が

出るのか。また、削減となれば 低賃金とか就

学援助給付水準とか、いろんなものに連動する

んですけども、これへの対応はどうなのか。

１０１ページの重度心身障がい者医療費給付

事業費について、この制度によって、どれぐら

いの障がい者の方々が恩恵を受けることになる

のか。ペナルティーがかからないように、本当

によく工夫されてると思うんですけども、厚労

省の考えはどうか。

あと、国民健康保険の広域化について、先日、

標準保険料率が公表されて、県の平均の保険料

が２，７５７円上がるとされております。各自

治体は繰入れを入れて値上げを防ぐ工夫をして

いますけども、各自治体の現状はどうか。多分

３月議会にも出ていると思うんですけども、ま

た、将来的に繰入れ等を実施していくことにつ

いて、各自治体の判断で可能ということでよい

のか。

あと、精神障がい者の公共交通運賃の割引適

用の進捗は今どうなっているのかということを

お尋ねします。委員長、さっきの説明の中で、

もう少し突っ込んで聞きたい部分がありますが、

いいですか。

衞藤委員長 はい。

堤委員 これは藤内課長に確認をしたいんです

けど、強制不妊資料の関係で、ぜひ大分県でも

相談窓口を設置したらどうかなと。宮城県や鳥

取県は、設置していますので。宮城県は、ちょ

うど裁判提訴中でもありますけども、こういう

窓口を設置すると非常に相談がしやすいんでは

ないかなと思うんですけども、それについてお

伺いいたします。

二日市こども未来課長 まず、子ども医療費助

成事業費についてお答えいたします。

委員御指摘の２０１６年１２月の通知に加え、

２０１７年、昨年１１月に発出された厚生労働

省の通知でも、国保ペナルティーの一部廃止に

伴って、市町村に生じる財源はさらなる医療費

助成の拡大ではなく、他の少子化対策の拡充に

充てていただきたいとありました。その使途と

して、妊娠期から子育て期までの切れ目ない子

育て支援体制の拡充、多様な保育の受皿の整備

や人材の確保、電話による小児患者の相談体制

の整備などが列挙されており、３０年度におい

て、当該財源の活用状況について、別途報告を

求める予定となっていました。

この通知につきましては、参議院厚生労働委

員会で、厚生労働大臣が、国として強制するも

のではないと答弁しており、県としても、法的

な裏付けのあるものではないと理解しています。

なお、同委員会において大臣は、この通知に

ついて、子どもの医療の在り方に関する検討会

や社会保障審議会、医療保険部会で議論された、

財源はより有効な少子化対策に充てるべきとい

う意見などを伝える趣旨で課長通知を出したと

述べています。

壁村地域福祉推進室長 ２番目の生活保護基準

の見直しの影響について、御質問をいただきま

した。

生活保護基準は、国が低所得世帯の消費実態

との均衡が図られているかを５年に１度検証し、

見直しを行っているものでございます。

今回は、生活扶助基準、児童養育加算及び母

子加算等について見直しが行われております。

国の推計では、全世帯のうち生活扶助費の増額

世帯は２６％、減額世帯が６７％となり、特に

多人数世帯や都市部の高齢単身世帯等の減額影

響が大きい見込みとなっております。

大分県への影響につきましては、国の推計を

当てはめると、主なものとしては、都市部の大

分及び別府市の高齢単身世帯については、年齢

により増額、減額となる世帯があり、それ以外

の市町村の高齢単身世帯については影響は小さ

く、増額となる世帯もございます。
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高齢複数世帯については、全世帯で増額とな

る見込みでございます。

また、母子世帯につきましては、子ども１人

の世帯の場合は増額が見込まれますが、子ども

２人の世帯については、都市部では減額、その

他の市町村では増額の見込みでございます。

他制度への影響につきましては、国はできる

限り他制度に影響を及ぼさないようにする旨の

対応方針を確認しており、今後、これに沿って

対応するものと考えております。

また、地方自治体で独自に実施している事業

につきましては、国からの通知を待って、今後、

適切に対応してまいります。

県は、今後、生活保護費基準の保護基準の見

直しの影響について、各市及び県地域福祉室か

らも情報収集に努め、被保護世帯の生活実態の

把握を行っていきたいと考えております。

髙橋障害福祉課長 重度心身障がい者医療費給

付事業費につきまして、自動償還払いによりま

して、どれぐらいの障がい者が恩恵を受けるか

ということについてお答えいたします。

県内の障害者手帳の所持者は、平成２８年度

末現在で約８万人です。そのうち重度医療費の

助成対象となるのは、身体障害者手帳が１、２

級、療育手帳がＡ、及び精神障害者手帳１級の

所持者など、約２万７千人となっておりまして、

手帳所持者全体の３分の１を超えている状況で

ございます。

なお、医療費の支給件数は月ごとの受診医療

機関の延べ数で見ますと、４７万７千件に上り

まして、患者の自己負担額といたしましては、

約２４億円となっております。

続きまして、ペナルティーがかからないよう

に工夫をしているけども、厚労省の考えはとい

うことですけども、県内市町村で現物給付を導

入した場合、国保ペナルティーといたしまして、

総額８億円を超える国庫負担金が減額調整され

るため、従来から、市町村は導入が困難との立

場でした。自動償還払いでは、従来どおり受診

時に医療費の個人負担金を一旦徴収するという

ことから、過剰受診を誘発しないということで、

国は国保ペナルティーの対象としていないとこ

ろです。これによりまして、障がい者や御家族

の利便性の向上と市町村の財政負担回避を両立

できることから、市町村の協力も得られまして、

３１年度中の導入を進めることとしたところで

ございます。

藤丸国保医療課長 国保の関係で２点御質疑を

いただきました。

まず第１点目ですが、各自治体の現状はどう

かということですが、市町村の国民健康保険の

保険税については、来年度からは県が算定した

標準保険料率を参考としまして、市町村が保険

税率を決定する仕組みとなります。市町村議会

におきまして、保険税率を改正するとの条例案

を提案している自治体は二つの市でありまして、

一つの市が引き上げ、それから一つの市が引下

げと把握しております。

また、市町村の国保特別会計当初予算案にお

いて、保険税の負担を軽減する目的で一般会計

からの法定外の繰入れを計上している自治体は

１市と把握しております。

それから、２点目でございますが、法定外の

繰入れの実施についてですけれども、市町村の

国保特別会計では、保険税及び法定の公費を財

源として、国保事業費納付金の納付であるとか、

国保事業を実施するということが基本となりま

す。しかし、これまでの経緯がありますので、

法定外繰入れにつきまして、市町村が独自に判

断する場合も出てくるかと思っております。た

だし、国民健康保険は公的医療保険制度であり、

そのことから、加入者の相互扶助を前提に成り

立っております。国保特別会計は、保険税と公

費で必要な支出を賄い、収支均衡を図ることが

原則でありまして、いかに継続性を確保するか

ということが重要と考えております。

髙橋障害福祉課長 精神障がい者の公共交通運

賃の割引適用の進捗状況ですが、障がい者への

運賃割引の適用につきましては、基本的に各交

通事業者の自主的な判断に基づき行われており

ます。県では、公共交通機関の精神障がい者へ

の運賃割引適用につきまして、県バス協会及び

県タクシー協会に対して、大分県精神保健福祉

会とともに、毎年要望を行ってきたところでご
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ざいます。

また、ＪＲ九州に対しましては、九州各県及

び九州の政令市が協働で毎年要望を行っている

ところでございます。

バスの運賃割引につきましては、平成２９年

の１月に、県バス協会が全社一斉導入の方針を

決定し、その後、具体的な割引内容や円滑な導

入については、各路線バス事業者の御理解、御

協力の下に、１年をかけて検討されてきたとこ

ろです。その結果、精神障がい者保健福祉手帳

を所持する方に対しまして、運賃５割、定期券

３割の割引を、平成３０年４月から導入するこ

ととなっております。円滑な導入に向けて、県

では、バス事業者の管理者や乗務員に対して、

精神障がい者の症状や特性等について理解を深

める研修会を各地で７回開催をしたところでご

ざいます。

なお、今回の県内全路線での運賃割引の導入

は、全国で２４県目となります。タクシー及び

ＪＲの運賃割引につきましては、今後とも粘り

強く、事業者に対して理解と協力を求めていき

たいと考えております。

衞藤委員長 同一の答弁者は一括して答弁願い

ます。

藤内健康づくり支援課長 旧優生法に基づく不

妊手術の相談窓口についてお答えします。

連日、地元紙でこの問題が報じられているこ

ともありまして、また、その記事の中でも問合

せ先として健康づくり支援課の電話番号が紹介

されております。その結果、既に数件ほどそう

した相談が来ております。当課には保健師や産

婦人科医師もおりますので、こうした相談に対

して丁寧に対応をさせていただいているところ

です。

堤委員 子ども医療費については、国がそうい

う判断をしていますから、これは県もなかなか

そう進めるということはないんだろうけども、

ぜひ進めていいただきたいと思っております。

藤内課長、さっきのね、マスコミが書いたか

らいいんじゃなくて、県が率先して相談窓口は

健康づくり推進課ですよということは、やっぱ

りやるべきだろうと思うんですよ。そういうこ

とはぜひ検討してください。マスコミ任せじゃ

なくて。ぜひ、それは要望しておきます。

国保の関係ですね、一般会計の繰入れが今の

ところ１市と。これは多分３月議会で議論され

てるんでしょうね。説明の中で、残りの――全

部で１８市町村あるじゃないですか。そういう

ところはどういう形にするのかというのは、も

う情報をつかんでいれば教えてください。とり

あえずそれでいいです。

藤丸国保医療課長 一般会計からの繰入れにつ

きましては、私どもが各市町村に照会をしまし

て、当初予算案で計上しているというのが１市

と把握しております。それ以外に市につきまし

ては、当初予算案では計上してないという状況

になっております。

鴛海委員 それでは、予算概要説明書の５１ペ

ージのみんなで進める健康づくり事業費につい

て、質疑したいと思います。

さきほど、長谷尾部長から、この事業につい

ての決意も述べられたところでございます。健

康寿命が低下したということで、私も何でこう

いうことになったんかなという疑問を持ちまし

て、こういう質問をさせていただきます。いろ

んな形で、担当部署は頑張っておられると思い

ます。そういう中で健康寿命は男性が０．０２

歳下がって、寿命そのものが下がって、健康寿

命が下がったということでございますし、また、

女性は０．３７ですか、伸びましたけども、そ

ういう中でやっぱり順位が１０位から１２位と

下がった。男子の場合は、特に１６位から３６

位ということで、日本一を目指すにしては、非

常にこれはちょっときついなという感じを受け

ましたもんですから。その内容を特に予算特別

枠の３事業について説明いただきたいと思いま

す。

それから、健康寿命の全国順位が下がった要

因ですね。さきほど部長からも、２０代から４

０代の若い人たちの無関心層がそういう形でち

ょっと関心がなかったということも述べられて

いましたけども、その辺の内容及び算出方法等

について、説明していただきたいと思います。

藤内健康づくり支援課長 みんなで進める健康



- 79 -

予算特別委員会会議記録 第３号

づくり事業費の三つの事業について説明をさせ

ていただきます。

「まず野菜・もっと野菜」プロジェクトにつ

いてです。

食事の 初に野菜を食べることで、肥満や糖

尿病などの生活習慣病予防につながる。また、

健康寿命が長い山梨県と大分県を比較してみま

すと、大分県より山梨県は、男女とも４０グラ

ム余分に野菜を摂っているということも分かり

ました。こうしたことから、この野菜摂取の取

組の強化が必要であるということから、今回、

こうした事業を立ち上げました。

既に、健康寿命日本一おおいた創造会議とい

う、各界の代表からなる会議が２年間機能して

おりますが、この創造会議の下に野菜部会を立

ち上げ、８月３１日が野菜という語呂で野菜の

日と定められております。この８月３１日を皮

切りに、関係団体と協働し、広く県民運動とし

て盛り上げを作っていきたいと考えております。

特に２０代の男女は、目標がこの３５０グラ

ムに対して、実際は７割から８割しか食べてな

いという状況から、若い世代が野菜を食べよう

という気持ちになるようなプロモーション動画

であったり、あるいは野菜を手に取りたくなる

ようなパッケージの工夫といったことを仕掛け

ていきたいと考えております。

また、うま塩プロジェクトで培ったネットワ

ークを活用し、野菜たっぷりメニュー提供店の

拡大に取り組んでいきたいと考えております。

二つ目の健康経営事業所の拡大です。事業主

が先頭に立って、従業員の健康づくりに取り組

む健康経営事業所が、現在、県内に１，２００

社登録されております。３０年度は、今後、一

層の登録拡大に向けて、通常の業務で事業所の

経営支援に携わっておられる中小企業診断士等

に研修を行い、健康経営推進員として協力して

いただくことを考えております。

このほか、保健所単位で事業所を対象にした

健康経営セミナーを開催し、健康経営の質の向

上も図りたいと考えております。

三つ目がおおいた健康ポイント、さきほどの

おおいた歩得のさらなる推進です。実証期間中

の３か月間で、おおいた歩得のダウンロード数

は１万件を超えました。県民の認知度も少しず

つ上がってきましたが、２０代、３０代の若い

世代の利用がまだまだ少ない状況です。お得感

を感じる協力店の拡大や参加してみたくなくよ

うな魅力あるミッションの企画など、おおいた

歩得の魅力アップを図るとともに、テレビ番組

やＣＭ、ウエブ広告など、積極的な広報活動に

より、若い世代への浸透を図り、３０年度末ま

でに３万人のダウンロードを目指したいと考え

ております。

それから二つ目、健康寿命の順位が下がった

要因と健康寿命の算出方法についてです。 初

に健康寿命の算出方法を説明させていただきま

す。

健康寿命は、３年に１回行われます国民生活

基礎調査の大規模調査の際に、健康上の理由で

日常生活に影響がありますかという問いに対し

て、その回答を基に算出しています。具体的に

は影響があると回答した人の割合と、当該年の

死亡状況から、年齢階級ごとに健康上の理由で

日常生活に影響がない、いわゆる健康な状態で

ある方を算出し、この割合を基に健康寿命と同

じ方法で算出します。もう少し分かりやすく言

うと、平均寿命は、例えば若い年齢で亡くなる

人が増えると、平均寿命が下がるというのは御

理解いただけると思いますが、同様に若い世代

が健康上の理由で日常生活に影響があると答え

ると、健康寿命は短くなるという計算法になっ

ております。

今回、大分県の健康寿命が全国順位を下げた

要因について分析をしておりますが、今のとこ

ろ、２０代から４０代において、健康上の理由

で日常生活に影響があると答えた人の割合が、

全国に比べて多いということが分かりまして、

これが大きな要因ではないかなと考えておりま

す。この世代は野菜の摂取が少なく、運動習慣

も少ないなど生活習慣に課題があり、さきほど

紹介いたしました３０年度の取組において、重

点的に働きかけることにより、健康寿命の回復

を図りたいと考えております。

衞藤委員長 執行部にお願いします。答弁は簡
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潔にお願いします。

鴛海委員 大体算出方法は分かりました。その

中で、やはりおおいた歩得の関係につきまして

も、今、１万４４２人ですか。そういう方々が

利用されてますけども、もうちょっと広げる。

今現在は２月までで６団体、６支所ですか、６

団体で試行されたということですけども。これ

から本格実施になりますけども、そういう中で

その辺の取組の目標とか、そういうものがあり

ましたらお願いします。

藤内健康づくり支援課長 まずおおいた歩得に

関しては、１万４４２という現時点でのダウン

ロード数ですが、来年１年間で、新たに２万人

のダウンロードを目標にし、さきほど申し上げ

ましたが、１年後には３万人のダウンロードを

一つの目標にしております。

鴛海委員 ぜひ頑張っていただきたいと思いま

す。

私は健康寿命日本一にするためには、やはり

県民の皆さんを指導して推進していくことが必

要です。皆さんが頑張っていただかなきゃなら

んと思うんですけども、やはり担当部署だけで

はなかなか難しいんじゃないかと思うんですね。

そういう中で、それは担当部署も一番先にそう

いうことも考えて、おおいた歩得についても、

やはり健康づくり支援課でありますとか、福祉

保健部の中で、伸ばしていただくことも必要だ

と思います。昨年の３月１４日付ですかね、議

員提案で条例も制定、施行されていますけども、

第６条の中で市町村の連携というのがあります

んで、その中で市町村とよく連携をして、表彰

制度――インセンティブですか。そういうもの

も取りながら、やはりこれをしていかなければ

なかなか日本一というのは厳しいんじゃないか

という感じがしますんで、ぜひその辺を視野に

入れながら頑張っていただきたいと思います。

井上委員 予算概要の８０ページ、放課後児童

対策充実事業費についての質問です。

放課後児童クラブのことについては、大分県

としても非常に力を入れていただいておりまし

て、この事業費も昨年に比べてかなり増加して

おりますし、対象項目も増えているということ

で、それは非常にいいと思うんですが。現場の

では、やはり少子化などの影響を受けて、いろ

んな条件下で運営する中で、大変苦慮している

事例も見受けられます。例えば算定児童数が２

０人を下回ると、極端に委託料が減る。一つの

例なんですが、そのケースでは２８年度２２人

だったのが２９年度１８人に減って、委託料が

１８０万円ぐらい減っているんですね。あと、

同じところで障がいを持った児童が在籍すると、

委託料は１７４万円ぐらい増えるんですが、た

だ、２名在籍しているところは、監視員が２名

必要なんですけど、今の国の基準では一人のと

きと同じ額です。こういうことは、市からも県

に基準額の改善とか要望も出ているんではない

かと思うんですが、当初予算の中で、そういう

ことを考慮されたりしているのかどうか、その

辺のところをお尋ねいたします。

二日市こども未来課長 放課後児童対策充実事

業費について、２点御質問を頂戴しました。

まず１点目ですが、算定児童数が２０人を下

回った場合でございます。

放課後児童クラブの運営費補助につきまして

は、クラブごとに児童数３６人から４５人を標

準としておりまして、それを上回った場合や下

回った場合には、児童数に応じて補助基準額が

少なくなるように設定しております。１９人以

下のクラブにつきましては、厚生労働省が定め

た放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準において、通常２人以上配置しなけれ

ばならない放課後児童支援員を、一定の条件の

下で１人でよいとしているため、補助基準額が

少額となっている状況です。

県においては、例えば児童が１９人のクラブ

の補助基準額については、平成２８年度に１４

２万４千円であったものを、２９年度には支援

員の経験に応じた賃金改善と開所時間の延長な

どを実施する市町村については２２３万８千円

へと８１万４千円引き上げ、さらに３０年度は

その条件を撤廃して引き上げることとしており

ます。放課後児童クラブの安定的な運営を支援

するよう取り組んでいるところです。

もう１点、障がいのある児童を放課後児童ク
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ラブで受け入れた場合ですが、専門的知識を有

する放課後児童支援員等を配置した場合は、障

がいのある児童を受け入れることによって、補

助基準額に３０年度の単価で１７９万６千円を

加算することが可能です。３０年度につきまし

ては１６市町の１７２クラブで加算を予定をし

ております。

井上委員 ただいまの説明で、２０人以下にな

ったときでも、一定条件を満たせば８０万円ぐ

らい増額ですかね。それが３０年度は条件が撤

廃されるということで、それは助かると思いま

す。それでもやっぱり１００万円ぐらいは下が

るということで、引き続きこの辺の検証をよろ

しくお願いします。

それから障がい者についても、１名いるとき

でも２名いるときでも委託料の増額は変わらな

いというのは、昨年と今年も変わってないとい

うことですね。現場では、これもまた苦労して

おりますので。全体的に充実していただいてい

るのは非常にいいと思うんですけど、いろんな

事例があるので、今後の検証をまたよろしくお

願いします。

小嶋委員 ２点についてお願いします。

１点は、７６ページのおおいた出会い応援事

業費です。１対１のマッチングの取組について、

ここまで進めていただけるようになって感謝し

ておりますが、具体的に出会いサポートセンタ

ーの設置に関しての詳細が分かれば。取り組み

方の詳細も含めてお願いをしたいのが１点と、

それから２点目は１０２ページに、県立社会福

祉施設整備事業費があります。これは小規模で

換気扇の入替えがメインということですが、利

用状況もかなりよく、傷んでるところが結構あ

るんじゃないかと思うんですが、大規模の改修

などの検討があるのかどうかということと、改

修とは関係ないんですけども、利用状況と適正

な利用がされているかどうかについてお答えい

ただければと思います。

二日市こども未来課長 まず、おおいた出会い

応援事業費についてお答えいたします。

マッチングの取組方法ですが、新たに取り組

もうとしている１対１のマッチングについては、

まずは結婚を希望する若者に、新設したおおい

た出会いサポートセンターで会員登録をしてい

ただきます。その際、顔写真などの情報を会員

のみが閲覧できるシステムに入力することにな

ります。次に、会員となった方が情報端末で検

索して、マッチングを希望する相手を選び、セ

ンター職員に相手方との調整を依頼します。セ

ンター職員は、相手方の同意が得られた場合、

日時をセットして、センター内で両者を引き合

わせるという流れを想定しております。お引き

合わせ後の相談対応など、アフターフォローに

も力を入れて、より結婚につながるものとした

いと考えております。

なお、詳細につきましては、基本的な仕様を

定めた上で、新年度に企画提案競技を実施し、

民間の力を活用した、より効果的で実効性のあ

る取組にする予定でございます。

髙橋障害福祉課長 県立社会福祉施設整備事業

費について、当課が所管しております県の身体

障害者福祉センターと聴覚障害者センターの状

況についてお答えを申し上げます。

まず、利用状況につきましては、身体障害者

福祉センターの今年度の利用状況は２月末現在

で７万２，２３６人、また、聴覚障害者センタ

ーは２万４，２１７人となっておりまして、両

施設とも３月までの年間では前年度を上回る利

用者数の見込みでございます。

リニューアル等の検討はどうかということで

すけれども、両施設とも大規模なリニューアル

の計画は当面ございません。平素から利用者ア

ンケートによりまして、施設の利便性などいろ

んな御意見等も伺っております。そうした利用

者の声や指定管理者からの随時の状況報告を基

に、利用者、県民の皆さんの利便性の低下を招

かないように、適宜、必要な対応を行っていこ

うと思っているところでございます。

適正な利用がなされているかということです

けれども、今申し上げたように、利用者の方か

らの御意見、それから職員の対応あるいは施設

の利用状況とか、そういったことに対する御意

見等もお伺いしながら、改善を進めて、対応を

しております。今のところ、特に大きな苦情と
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いったものはございませんので、適正に運営さ

れてると認識しております。

小嶋委員 出会い応援事業については大体分か

りましたが、センターの設置場所はどういうと

ころになるのかというのが一つと、今後、スタ

ートするとすればいつぐらいの時期。３０年度

ということなんでしょうけども、いつぐらいの

時期をめどにしているかということをお教え願

いたいと思います。

二日市こども未来課長 まずセンターの設置場

所ですが、企画提案競技で決定いたしますので、

県でどこに造りなさいというのは指定しないん

ですが、やはり若い方々が集まりやすくて、セ

ンターに来ているということが余り周りの人に、

いかにもという感じに見えないところがいいか

なと考えております。それはまた、提案によっ

て考えていきたいと思います。

それから開設時期ですが、４月中に公告して、

１か月置いてコンペということになりますので、

開設は急ぎましても６月ぐらいかなと。できる

だけ早く開設したいと考えております。

平岩委員 通告に従って３点質問いたします。

まず９１ページの里親リクルートの推進、そ

れから里親制度の推進についてです。

厚生労働省の社会保障審議会の社会的療育専

門部会が１月に、今後の里親の委託率を７年以

内に７５％を目標に頑張れということが出され

て、関係者の方たちは大変驚いたと思います。

その後、少し修正があったというか、それぞれ

の県の今ある目標をさらに上積みできるように

頑張れというようなことだったと思うんですけ

れど。実際に福祉保健部では、本当に長い間か

けて里親さんの開拓、それから里親さんの支援

を関係者の方、一生懸命やられてきたと思うん

ですけれども、やはり高齢化もしていますし。

現実のところで県の里親さんを支援していく上

での課題と、それから具体的な支援の方法等あ

りましたらお知らせいただきたいと思います。

それから２点目です。

１０６ページの障がい者差別解消・権利擁護

推進事業費の中の遠隔手話通訳サービスという

のが、これは以前にきっと説明を受けてると思

うんですけれども、イメージとして見てないも

んですから。このことをいろんな人と話すとき

に、どうしてもすぐにイメージが湧かないので、

実際に県病等で行われている聴覚障がいの人た

ちの利用者の状況とか数とかが分かれば教えて

ください。

それから３点目、１１４ページです。

障がい児通所給付費等県負担金、障がいのあ

る子どもたちの放課後デイサービスが本当に今

たくさんできていて、県でも９億円の予算を今

度組まれて、驚くほどの数ができているんです

けれど、市町村ごとの数が分かれば教えてほし

いし、人数的なものも分かれば教えていただき

たいと思います。

障がいのある子どもの放課後デイサービスを

開所するにあたっての要件等が明確であるなら

ば、そこも教えていただきたいと思います。

大戸こども・家庭支援課長 里親について、県

の課題、里親支援の具体的内容について御質疑

をいただきました。

本県の課題ですが、平成２８年度末の里親等

委託率は３０．６％で、全国平均の１８．３％

を上回り、全国第６位となっております。しか

し、現在、県下で１９２の御家庭が里親として

登録をしていただいているものの、里親養育の

困難さあるいは高齢化、家庭事情の変化などを

理由に毎年辞退者が出ているため、委託可能な

里親が現在不足し、新規里親の確保、育成が大

きな課題となっております。そのため、３０年

度において、里親のリクルートを進めてまいり

たいと考えているところでございます。

次に、里親支援の具体的内容でございます。

中央児童相談所に里親委託推進員を２名配置

し、里親家庭の訪問支援や相談対応を行うほか、

里親スキル向上のための研修、里親さんの養育

負担軽減のための里親ヘルパー派遣を行ってい

るところです。

また、里親が定期的に集い、情報交換する里

親のつどいを、県下６ブロックで開催するなど、

包括的な里親支援に取り組んでいるところでご

ざいます。

髙橋障害福祉課長 私から２点お答えを申し上
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げます。

まず１点目、遠隔手話通訳推進事業について

でございます。

遠隔手話サービスというのは、タブレット端

末を利用して、その端末にテレビ電話機能で相

手が見えるようになっております。大分県聴覚

障害者協会で手話ができる方が待機しており、

その方が手話で実際に来られた方と話をすると。

対応している担当者が、ヘッドセットをつけて

手話をしている方とやり取りをして、現場での

対応をするというシステムでございます。

利用状況ですけれども、障がい者に対する合

理的配慮の提供という観点から、聴覚障がい者

の意思疎通のための手段を確保するという目的

で、県庁別館と県立病院の総合受付に１台ずつ、

昨年５月から試行的に配置しているところでご

ざいます。これまでの利用状況は、県病で２件、

それから臨時的に設置した国民文化祭と全国障

害者芸術文化祭の１年前イベントで１件という

ことで、合計３件でございます。

このように利用実績が少ないことから、３月

に県庁別館の１台を県立美術館に配置を変えて

移したところでございます。それから、平成３

０年度は国民文化祭・全国障害者芸術文化祭も

開催されることから、県立美術館への配置を継

続したいと考えております。

また、利用上の利便性や課題を把握するため

に、聴覚障がい者にも御協力をいただき、個人

のスマートフォンから遠隔手話通訳サービスを、

期間を限定して利用できるようにして、使い勝

手の検証を１回やりたいと思っております。そ

の結果も踏まえて、さらに利便性の向上と関係

者への周知を図ってまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、放課後等デイサービスの関係で

ございます。

県内の平成２９年１２月現在の放課後等デイ

サービス事業所の設置数は１０９か所です。利

用者数は１，４８７人、施設数の市町村別は、

大分市が５５施設、別府市が１７施設、日田市

６施設の順です。利用者の市町村別は、大分市

が７２８人、別府市が１６３人、豊後大野市が

８６人となっております。詳細な市町村別の資

料につきましては、委員会終了後に委員にお渡

ししたいと思っております。

放課後等デイサービス事業所の指定要件です

けれども、人的な配置は、例えば利用定員が１

０名の場合を想定しますと、管理者が１名、専

任かつ常勤の児童発達支援管理責任者が１名、

児童指導員または保育士などが２名必要となり

ます。また、設備では１人当たり２．４７平米

以上の指導訓練室が必要になりますし、相談室

等の施設が必要となっております。。

平岩委員 御丁寧にありがとうございました。

もう要望としてお伝えしたいんですけれど、里

親さんの支援については、本当に大変だろうな

と思います。ただ、子どもができるだけ家庭的

な雰囲気の中で育つというのはすごく大事なこ

とです。でも、里親さんはやっぱり２４時間対

応しなきゃいけないということと、子どもたち

がどちらかというと虐待を受けていたり、発達

に障がいがあったりするから、本当にしんどい

部分も出てきてると思うんですけど。里親さん

は預かっている立場なんで、弱音が吐けないと

いうか、そこのきつさを抱えてると思います。

これから里親さんを増やしていくためには、も

ちろん人に対する人件費ももっと増やさなきゃ

いけないだろうなと思うんで、そこを考えてい

きたいと思います。

それから放課後デイですけれども、本当にち

ょうど高齢者のグループホームができかけたと

きみたいに、ぼこぼこぼこぼことたくさんでき

ていて、放課後、学校が終わる時間に行くと、

もうそのデイのお迎えの車が並んでいるという

状況を時々見かけます。子どもたちは行くとこ

ろができて、親御さんは安心しているなという

こともあるんですけれど、やっぱりピンからキ

リまであるだろうなと正直思います。いろんな

ものを抱えている子どもがいるので、その対応

がうまくできる人とできない人とやっぱりいる

と思うんですね。ですから、そういう部分をし

っかりこれから見守っていただきたいと思いま

す。

では、後ほど資料をよろしくお願いいたしま
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す。

衞藤委員長 ただいま平岩委員から、放課後デ

イサービスの市町村別利用者数に関する資料提

出の要求がありました。

お諮りいたします。ただいまの資料を委員会

として要求することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 御異議がないので、ただいまの資

料を要求することに決定いたしました。

執行部はよく調整の上、速やかに提出願いま

す。

土居委員 ここでは大まかな質問を一つだけさ

せていただきます。

予算概要の１１９ページ、精神保健医療対策

事業費についてです。

精神障害者支援地域協議会の内容についてお

伺いするのと、精神障がい者の地域生活を実現

には民間病院のドクターや理事長の皆さん、そ

ういった方々の理解が不可欠でありますが、審

議会や連絡会議など、様々な機会で先生と行政

が一緒になって、その方向に向かって協議をし

ているのかどうかについてお伺いをします。

髙橋障害福祉課長 精神障害者支援地域協議会

についてお答えいたします。

この協議会は、今国会に提出される予定の精

神保健福祉法の改正内容の一部でございます。

これは昨年度発生した神奈川県相模原市の障害

者支援施設における事件を受けて、措置入院者

が退院後に継続的に医療、保健、福祉の支援を

確実に受けられることを目的に設置するもので、

支援体制に関して、関係機関等と協議するとと

もに、退院後支援計画の作成や実施に係る連絡

調整を行うものでございます。

医療機関との連携の現状といたしまして、現

在、措置入院者への退院後支援については、県

内各保健所で個別ケース会議の開催や家庭訪問

等の保健指導を通じて実施をしているところで

す。実施の際には、医療機関の主治医等のスタ

ッフとの連携を緊密にしているところでござい

ます。

来年度からの精神障害者支援地域協議会につ

きましては、精神医療関係者の参画はもとより、

退院後支援計画の作成にあたり、医療機関の主

治医からの意見をもらう機会を確保する予定で

ございまして、医療機関と行政等の関係機関が

これまで以上に連携して、精神障がい者が円滑

に地域移行できるような支援を行っていくこと

としております。

土居委員 ３、４年前ですか、県の地域定着事

業にちょっと関わらせていただいたんですけど

も、研修所に行くと県の保健師の皆さんと、病

院から看護師さん、ＰＳＷ、ＰＴ、ＯＴの皆さ

んが来て、いかに退院させていくかという話を

一生懸命していました。それもとても重要です

が、やはりドクターの考え方もとても重要です

ので、そこにどのようにして働きかけていくか。

緊密に連絡をとって、より連携を高めるという

ことなんですけども、実は、先月、自民党の調

査会で愛媛県八幡浜のくじら病院という精神科

病院に行ってきました。精神科病床の削減と地

域移行について学んできたんですけども、この

くじら病院はかつては２７９床だったのですが、

これを平成２７年に１８０から１３９へ、２８

年に１３９から９９へ、そして、地域高機能強

化病床の施設基準をとって、６０床までにした

と。この６０床はかなり重症な方のために取っ

とっておいて、外来中心に変えたと。病院は医

療を施し、地域に返すんだというところで徹底

してやってました。余ったベッドや空き部屋は

どうするのかというと、介護医療院に変えてい

くと。それを法人だけではなくて、行政の皆さ

んと一緒になって策を練って実施をしていたと

いう事例を学んできました。県も積極的に法人

の皆さんと一緒になってこういう方向に導いて

いただければなと思っていますので、そう要望

しまして質疑を終わります。

衛藤委員 概要の５０ページ、周産期医療体制

推進事業費についてです。

ここに書いている産科だけではなくて、小児

科や救急医療にも共通することなんですけども、

昨年の予特で藤田委員から医師の確保対策につ

いて質問がありました。その中では、地域の中

核的な病院を優先してやるという御答弁がござ

いました。私は、地域の中核的な病院に対する
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医師確保の対策も必要なんですけども、それと

同様に、地域の個人病院、小規模な病院やクリ

ニックに対する医師確保対策も大変必要だと思

ってます。こういった小規模病院やクリニック

への医師確保の対応はどのように考えてらっし

ゃるんでしょうか。

そして、地域のクリニックの 大の問題点は、

特に産科、そして小児科で顕著なんですけども、

業務がハードな故に高齢化と後継者不足に悩ま

されてるところです。地域の病院の年代別の分

布図を作ればすぐ分かると思うんです。医師会

さんなんかもデータ持ってらっしゃるんで、そ

こに協力を仰いで分布を作れば、この地域医療

の１０年後の姿というのが簡単に見えてきます。

こういった分析をされているのかどうか、そし

て、されていない場合は、今後されるつもりが

あるのかどうかを教えてください。

次に５１ページのみんなで進める健康づくり

事業費おおいた歩得についてです。

ここの主なターゲットを２０代から４０代の

働き盛りの世代、私は今３８歳なんですね。こ

の県議会では数少ないこの世代のど真ん中でご

ざいます。正直言って、ここの健康無関心層と

いうことで、職業柄大変不健康な生活を送って

おりまして、この正に対象にぴったり当てはま

ると自負しております。試験的に運用し、約１

万人登録者がいるという話ですけども、この世

代の登録数がどれぐらいあるのか。そして、全

体として３万人を目指すというお話ですけども、

これを１年かけて、この世代をどれぐらい増や

していくおつもりなのかを教えていただきたい

と思います。

さきほど３万人というお話が出ましたけども、

大分県民は約１１０万人おります。その中で３

万人というのは、正直言って焼け石に水の規模

じゃないのかなと心配しているところでござい

ます。

もう一つ実際に私自身も登録してやってみた

んですけど、ある程度ポイントがたまって、ク

ーポンがもらえるようになりました。委員会で

もちょっとお話ししたんですけど、正直言って

我々の世代、私のような人間にはクーポンが余

り魅力的なものがなかったんで、この点につい

てもぜひ改善をしていただきたいと思います。

クーポンのポイントを見てから、ちょっと歩得

を開く回数が正直減ったように感じております。

今後、この世代が魅力を感じるようにするため、

どのように改善していくかを教えてください。

そして、 後に９３ページのひとり親家庭の

全事業に共通するんですけども、母子父子寡婦

福祉基金等、ひとり親家庭への支援というのは

いくつかあると思うんですけども、この支援自

体の存在と制度の周知が、対象になるひとり親

家庭の方々にどのようにして知らされているの

か。生活保護の受給対象を考えると、非常にこ

れは大切なところだと思っています。ひとり親

家庭が生活保護の受給対象に陥りやすいという

ところがあるんで、ここに対する周知とケアが

一番大事と思うんですけども、それをどのよう

にやっているのかを教えてください。

廣瀬医療政策課長 周産期医療などを含めた地

域医療の体制づくりというか、そういったこと

について全体的な質問をいただきました。

診療所や小規模病院は、地域の医療を支える

大切な役割を担っていただいていると考えてお

ります。地域医療を支えるには、そうした診療

所と地域の中核病院との連携により、二次医療

体制をしっかり構築することが必要と考えてお

ります。そうしたことから、僻地医療を支えま

す自治医科大学卒の医師や地域枠医師の養成を

行っているところです。例えば地域枠では、来

年度は新たに臼杵市医師会立コスモス病院や津

久見中央病院、宇佐高田医師会病院など、地域

の二次医療を支える病院への配置を行うことと

いたしました。

地域の診療所数は平成１９年が９７３、平成

２８年が９６４と９施設、率にして０．９％減

少しています。また、医師の年齢層はここ１０

年で、３０代から４０代の働き盛りの先生が減

少して、５０代から６０代が増加しています。

医師会等の関係者の方々からも医師の高齢化や

後継者不足が心配だと聞いておりまして、今後

１０年先の地域の医療体制の維持が確かに懸念

されているところです。
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そこで、後継ぎとなる医師を呼び戻したり、

即戦力となる医師を一人でも多く確保するため

に、県医師会や大学の協力を得ながら、医師の

ＵＩＪターンを開始するとともに、ドクターバ

ンクの登録、マッチングにより、地域の民間医

療機関も含めた医師確保を図っているところで

す。さらには、民間医療機関と自治医科大学卒

医師との交流会も開催を始めまして、義務明け

後の就職先の選択肢の一つとして考えてもらえ

るように、先を見据えた取組も開始していると

ころです。

委員の御指摘のように、地域の開業医の高齢

化や後継者不足への対策は大変重要だと私も認

識しておりまして、実態把握等について、県医

師会と現在話を始めているところでございます。

藤内健康づくり支援課長 健康アプリおおいた

歩得のダウンロードの状況について、少し詳し

く説明させていただきます。

２月末の試行期間の終わりの時点で、ダウン

ロード件数は１万１３４件でした。この１万１

３４件の内訳で も多かったのは４０代で２３．

３％、次いで５０代の２０．９％、ターゲット

である若い世代の３０代は、１６．７％、２０

代が１２．７％でした。特にこの２０代の男性

は実数で４４１人ということで、期待したより

もかなり少ないダウンロード数になっておりま

す。これから１年間で、さらに新規に、合計３

万を目指しますが、その際には、この２０代、

現在１２．７％ですが、まずこの世代の目標を

を２０％にして、若い世代を中心に増やしてい

きたいと考えております。

そこで、二つ目の質問のいかに若い世代にと

って魅力ある仕組みにするかということです。

委員の御指摘のように、３千ポイントたまると

スマホにカードが表示されますが、このカード

を提示することでサービスを受けられる協力店

舗が現在２３０店舗です。特に人口の多い大分

市に協力店舗が少ないというのがネックであり

まして、市町村と協力しながら、この店舗開拓

に取り組んでいるところであります。若い人た

ちにとって、こうした魅力あるサービスを提供

できる店が増えることに加えて、昨年１２月に、

５日続けて５千歩歩くとコンビニでポカリスエ

ットゼリーが無料でもらえるというミッション

をやったんですが、大変好評でした。来年度は、

これを３回実施する予定にしております。

また、今回はノーマルとシルバーという２種

類でしたけども、来年度４月からはポイントに

より、さらにゴールド、プラチナと獲得できる

カードの種類が４段階に増えます。特にシルバ

ー以上のポイントカードを獲得しますと、その

都度、豪華商品が当たる抽選に応募できます。

ちなみにプラチナカードに達しますと、レゾネ

イトクラブくじゅうの宿泊券が当たるというお

楽しみも年に２回抽選会を開催するようにして

います。

こうした特典の魅力をアップするだけじゃな

くて、健康経営事業所において、グループ登録

機能をフルに活用していただいて、職場でたま

ったポイントを競い合いながら、この職場のコ

ミュニケーションが活性化につながる、こうし

た楽しみ方もぜひ伝えていきたいと考えており

ます。

大戸こども・家庭支援課長 ひとり親家庭への

支援制度の周知ということで御質疑をいただき

ました。

これまでの周知の方法でございますが、ひと

り親家庭医療費助成をはじめとする支援制度や

相談について、県のホームページに掲載をする

ほか、県母子父子寡婦福祉連合会を通じて、会

員への周知などを行っているところでございま

す。

さらに就労や子育て、経済的支援など、各分

野における様々な制度や相談窓口を掲載したハ

ンドブックを、平成２８年４月に作成し、市町

村関係機関に配布し周知を依頼するなど、制度

の広報に努めているところでございます。

また、市町村では、児童扶養手当受給者が県

内大体１万１千人いらっしゃいますが、毎年児

童扶養手当の現況届の提出をいただいておりま

す。その届け出時の面談時において、母子父子

自立相談員等が直接生活相談などを行うととも

に、必要な制度を御説明しているという状況で

ございます。
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しかし、制度や支援策を知らないという声も

聞くことから、今後よりホームページを分かり

やすくすることや相談窓口における丁寧な説明

など、一人一人に支援が届くように努めてまい

りたいと思います。

衛藤委員 ひとり親家庭への支援なんですけど

も、今の対策がホームページであったりとか、

相談窓口の設置だったり、基本的にこちらから

は待ってる側になるんで、ここに対しては積極

的に、ぜひアウトリーチでの支援の提供も考え

ていっていただければと要望して終わります。

玉田委員 予算概要６８ページの介護保険給付

費県負担金に関連してお尋ねします。

ここに１６１億５，９００万円ほど計上され

ておりますけども、まず来年度、大分県全体の

介護保険がどういう形で運営されるか、財政の

お話なんですけれども、居宅施設等給付総額、

それから地域支援事業費の総額についてお示し

ください。

それから、今度は負担する財源で国、第１号、

第２号被保険者の負担額、ここはちょっと通告

は抜けてますけど、市町村の負担額もあわせて

お願いしたいと思います。

それからもう一つ、今度また新しい計画期間

が始まると思いますので、前計画期間から次、

来年度から始まるのが介護給付費として大体ど

れぐらい伸びているか、それについてお示しく

ださい。

清末高齢者福祉課長 介護保険給付費県負担金

についてお尋ねがありました。

居宅施設などの給付総額は１，０５３億７０

０万円、地域支援事業費の総額は７１億３，９

００万円、合計１，１２４億４，６００万円と

なっております。その負担割合なんですけど、

このうち国の負担額は２６６億４，９００万円、

１号被保険者２５８億６，２００万円、２号被

保険者の負担額は２９７億２，５００万円、市

町村負担額１４０億５，１００万円となってお

ります。

それと、今申し上げました居宅施設給付費の

総額、地域支援事業の総額、両方足した額の前

計画から今度、来年４月から始まる第７期の計

画のことなんですけど、第６期の計画における

３か年の総額は３，３５４億６，１００万円、

第７期における３か年の総額は３，５６７億７，

６００万円で、２１３億１，５００万円の増額

となっております。伸び率は６．３５％となっ

ています。

玉田委員 以前、県の市町村市長会か何か、介

護保険の財源のその一体化ということでお話が

あったことがあると思うんですけれども、今回

この介護保険事業計画の積み上げの中で、市町

村財政、それからもちろん県の財政についても

負担というのは厳しいと思うんですけれども、

市町村側からの意見とか、その辺についてはど

ういうお話があったか、あれば教えていただき

たい。それから財政安定化基金について、繰入

れを予定している市町村があるかないか。あわ

せて、移動手段の確保や買い物難民とか、地域

支援の分野は随分とそこでの財政負担は厳しく

て、介護保険でどうにかならないかという議論

も始まっているやに聞いておりますけれども、

次期の保険の計画の中で、横出しとか上乗せサ

ービスを予定している市町村があるかないかに

ついて教えてください。

清末高齢者福祉課長 今回の計画を策定する中

で、市町村からの要望は特段ありませんでした。

どちらかというと今度、介護保険法の強化法案

の中で、国が市町村に対して自立支援、重症化

防止をきちんとやっていることに対するインセ

ンティブが導入されて、それに対して支援、指

導するようにということはあります。

それと今、安定化基金からの繰入れを予定し

ているところでは一応ございません。それと、

上乗せとか横出し、確かに地域支援事業の中の

生活支援のところの立ち上げについては各市町

村さん苦労しておりまして、私どもは先進事例

をできる限り横展開しようと紹介しているとこ

ろでございます。上乗せサービス、横出しサー

ビスというところは、今のところまだ新しい話

は聞いておりません。

玉田委員 主体が市町村ですので、ぜひ県とし

てサポートし、よりよい運営をお願いしたいと

思います。
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あわせて一つ要望ですけれども、介護保険の

事業計画でずっと積み上げる中で、例えば施設

数や居宅の基準だとか、人員配置基準が大体決

まってますので、今言われている介護の人材不

足等についても、ある意味ではこの３か年、見

通せるところもあるんじゃないかなと思ってい

ます。

そういう中で、１５ページにあります、これ

は高齢者福祉課の担当ではないかもしれません

けど、福祉介護人材確保対策事業で社協に委託

して行うようですが、ぜひ地域の濃淡、それか

ら介護人材の養成の人数も含めて、よくよく社

協と詰めて進めていただきたいと思います。

馬場委員 ２点質問したいと思います。

１点目は、７８ページの保育の資質向上事業

費についてですが、保育士のキャリアアップ研

修の実施時期、回数及び場所について。それか

らこのキャリアアップ研修を終えた後、処遇改

善の支援により、その改善がどのようになされ

るのかというところが一つ。それから二つ目は、

９２ページの子ども居場所づくり推進事業費に

ついてですが、子ども食堂が開設されるとそこ

では子どもたちが遊んだり、宿題をしたりする。

福祉施設が開設しているところもあるでしょう

し、それ以外のところもあろうかと思いますが、

現在の県内での子ども食堂の開設状況、それか

ら来年度、新規開設予定がどのようになってい

るのか。また、その開設する市町村への補助の

内容がどのようになっているのかお尋ねいたし

ます。

二日市こども未来課長 保育の質向上事業につ

いて御質問いただいた件に関して御回答申し上

げます。

保育士等キャリアアップ研修は、保育現場に

おけるリーダー的職員の育成を図る研修として

平成２９年度に厚生労働省がガイドラインを定

め、各都道府県で実施体制を整備しているもの

で、技能、経験を積んだ職員の処遇改善のため

の加算の要件となっております。研修科目は、

乳児保育やマネジメントなど８分野についてそ

れぞれ１５時間と定められておりまして、３０

年度は県が実施する研修と、県が補助して他団

体が実施するものがございます。

まず、県が実施する研修は乳児保育やマネジ

メントなど延べ５分野につきまして６月から７

月にかけて、それから１０月から１１月にかけ

て計３００人の定員で行う予定でございます。

本年度に引き続き別府大学短期大学部に委託し

て、会場も別府大学を使用させていただく予定

でございます。

他団体が行う研修の一つは、大分市が主催す

るもので、７分野につきまして６月から１２月

にかけて計４２０人の定員で大分市内で実施予

定。もう一つは大分県保育連合会が行う研修で、

延べ４分野を計６００人の定員で大分市内で実

施する予定でございます。

それから、処遇改善の内容についてでござい

ます。２９年度に市町村が保育所等に支払う施

設型給付の新たな加算として制度化されたもの

で、この処遇改善には二つの段階がございます。

一つは経験年数がおおむね７年以上の副主任保

育士や専門リーダーと呼ばれる保育士等に対し

て月額４万円の賃金改善を行うもので、園長や

主任保育士等を除いた職員数のおおむね３分の

１が対象となります。要件として、さきほど申

し上げましたキャリアアップ研修のうち４分野

以上の研修受講が求められております。

もう一つは、経験年数がおおむね３年以上の

職務分野別リーダーと呼ばれる保育士等に対し

て、月額５千円の賃金改善を行うもので、園長、

主任保育士等を除いた職員数のおおむね５分の

１が対象となり、要件としてキャリアアップ研

修のうち担当する分野の受講が求められており

ます。

月額４万円の配分につきましては、各施設の

判断で技能、経験を有するその他の職員にも配

分が可能となっております。その場合は４万円

の改善を行う職員を対象者数の２分の１以上を

確保した上で、残りの配分額をその他の職員に

月額５千円以上４万円未満の範囲で配分するこ

とができるとなっております。

これらの加算額を賃金改善に確実に充てるた

め、各施設は賃金改善計画等を添えた申請書を

作成し、市町村を通じて県に提出し、県の認定



- 89 -

予算特別委員会会議記録 第３号

を受ける必要があります。また、翌年度に実績

報告書を市町村に提出しなければならないとさ

れております。２９年度の認定状況を見ますと、

県内３１１施設のうち約８５％にあたる２６３

施設がこの処遇改善を実施するとしております。

また、この処遇改善は、さきほど申し上げた

キャリアアップ研修の受講を要件としており、

保育士のキャリアアップパスの仕組みを構築す

るという目的がございます。実はこの研修を対

象が７千講座以上受講しないといけないんです

けれども、この研修をいつまでやればいいかと

いうことにつきまして、さきごろ３月７日付の

内閣府等３府省から事務連絡によりまして、今

年度を含めて５年間はその賃金改善に研修を受

講してるかどうかを義務付けしない。その先６

年目以上は一応、条件付けする予定であるとい

う通知がなされております。

衞藤委員長 執行部にお願いします。答弁は簡

潔にお願いいたします。

大戸こども・家庭支援課長 子どもの居場所づ

くり推進事業費について御質疑をいただきまし

た。

まず、県内の子ども食堂の開設状況でござい

ます。この取組は２７年度から始まり、現在３

２か所の子ども食堂が開設されているところで

す。ＮＰＯ法人や社会福祉法人、個人や企業な

ど、様々な設置主体が地域の生産者やフードバ

ンク、またボランティアの協力を得て運営され

ているところです。参加対象者や食事料金、あ

るいは開催日等運営内容は様々ですけれども、

学習支援や料理教室、読み聞かせなど独自の取

組を実施しているところも多いところでござい

ます。

次に新規開設の予定です。平成３０年度に杵

築市と豊後大野市において新たに１か所ずつ開

設される予定でございます。さらに別府市、佐

伯市、日出町においても新たな開設に向けた検

討が行われていると聞いております。

後に補助の内容ですが、補助対象は食事の

提供に加えて学習支援等に取り組む子どもの居

場所を運営する取組に対してです。実施主体は

市町村で、県の補助率は２分の１となり、具体

的には子どもの居場所を新規に開設する場合、

必要なテーブルや調理器具等の整備に要する経

費について２０万円を上限に補助するものです。

また、既存の子ども食堂が食事の提供に加え

て新たに学習支援等に取り組むなど、機能を充

実させるに当たって必要な学習教材等の経費に

ついて１０万円を上限に補助するものでござい

ます。

馬場委員 要望になるんですけども、保育の質

向上のキャリアアップ研修で、大分市と別府大

学で行われているということなんですけども、

ここに行くというのがなかなか難しい状況もあ

りますので、ぜひ中津市でも開催できれば。そ

の辺の検討もお願いできたらと思っております。

それから子どもの居場所づくりの補助の内容

で、私も少しだけボランティアで行ったりする

んですけども、既存の子ども食堂に対して、そ

の食事の提供の部分の補助というのはなかなか

できにくいのかなと思うんですけども。それに

ついて補助をするということはできないんでし

ょうか。

大戸こども・家庭支援課長 子ども食堂の食事

に対する補助ですけれども、今回の事業では対

象としておりません。

一つには、それぞれやはり料金を取ったり、

また実費として低額で徴収するところもありま

すし、結構生産者の方とか、民間企業の方の御

理解をいただいているというお話も聞いている

ことから、今回の事業では対象としないところ

でございます。

木田委員 もういくつか出ておりますけども、

予算概要５１ページのおおいた健康ポイントの

推進についてということで、おおいた歩得の試

験運用の状況ですが、さきほど年代別の登録割

合、教えていただきましたけども、２０代から

５０代は分かりましたが、６０代以降の登録割

合が分かれば教えていただきたいと。

そして、ポイントカードの取得状況ですね。

ノーマルとシルバーまで行かれた方が何人かを

教えていただきたい。

さきほどミッションの達成状況でゼリーがい

ただけるということで、条件に当てはまる方で、
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その特典を利用された方がどのくらいいらっし

ゃるのかも御教示いただきたいと思います。

そして新年度、さきほどプラチナカードまで

機能が追加されるということをお伺いいたしま

して、そのほかに何か機能が追加されるとかが

あれば教えていただきたいと思います。レゾネ

イトの宿泊券も当たるということをお伺いしま

したけども、ポイントがたまるチャンネルとい

うか、例えばトリニータの試合を見に行ったら

ポイントがたまるとか、そのような予定がある

のかどうか、その辺を教えてください。

藤内健康づくり支援課長 まず、試験運用期間

中のダウンロード者１万１３４人の内訳ですが、

６０歳以上が１２．１％、意外と高齢者もスマ

ホをお使いで、本当に積極的に御活用いただい

ております。カードの取得状況ですけども、３

千ポイントで取得できるノーマルカードが２，

１１８人、それから６千ポイントで取得できる

シルバーカードが４８３人という状況でした。

特典の利用状況ですが、さきほどのポカリスエ

ットゼリーは１千ポイントを目標にしているの

ですが、実際にその特典を受領された方が８４

５人という状況でした。

なお、シルバーカードを取得しますと、今年

度は県産豚米の恵みなど抽選で当たるわけです

が、これらの商品を受領された方が３０人とい

う状況です。また、この試験運用期間中に４５

のイベントがこのポイント取得の対象になりま

して、３，１６９人が参加していただきました。

主なイベントとしては、大分市で１月に開催さ

れた宗麟大橋開通イベントでは１３７人が、そ

れから２月に開催された城下町杵築散策イベン

トでは７８人が参加していただき、ポイントを

ゲットしております。

来年度の取組ですけども、この４月からの本

格運用時に変更、充実される機能としては、こ

れまで獲得ポイントに応じて県内を巡るバーチ

ャルウオーク。ポイントがたまるごとにどんど

ん県内の観光スポットを巡るというのが１コー

スのみでしたが、４月からは２コース追加して

３コースの中から選択できるようになります。

より楽しめるようになるかと思います。

また、さきほど衛藤委員の質問に対する答弁

の中で御紹介しましたように、カードがノーマ

ル、シルバーに加えてゴールド、プラチナと４

段階になり、その分得られる特典も大きくなる

という楽しみを追加しています。予定される特

典としては、今年度試行期間と同様に、協力店

舗でのサービス、ランクアップ時の抽選での商

品のゲット、そしてコンビニで無料で商品をも

らえる企画を考えています。

こうしたポイントが取得できるイベントとし

ては、５月に開催されます世界温泉地サミット

や１０月からの国民文化祭・おおいた２０１８

など、県が主催する事業を設定するだけでなく、

４月からは６市町村から１８市町村に実施市町

村が増えますので、この全ての市町村における

観光イベントやウオーキングイベントもポイン

トの取得の対象になります。利用者にとっては

よりポイントがためやすい状況になると考えて

います。

木田委員 大変充実した内容になって、私も一

般質問で取り上げながら、シルバーまで行かな

くて申し訳なく思っておりますが、新年度は頑

張っていきたいと思います。

さきほどのやっぱりシルバーの４８０人とい

うのはかなりなかなか難しかったんだろうなと

思います。それで３０人なら結構な割合で当た

ってるんだなと感じました。そして、ポイント

をためるチャンネルを増やすというのが、やは

り利用者増にはいいと思います。個人の特典と

いったものもあると思うんですけども、例えば

各保険組合ですね。会社の保険組合もあるし、

あと公務員共済もありますけども、そこは大体

現役世代が加入している保険ですね。協会けん

ぽと国保をどうするかっていうのは難しいと思

いますけども、そういう保険組合にメリット、

インセンティブを与えて登録してもらえば１０

万ダウンロードぐらいいくんじゃないかと思う

んですけどもいかがでしょうか。

藤内健康づくり支援課長 事業者における利用

者の魅力をアップさせるというのは大変重要だ

と思っています。そこで、来年度はそれぞれ職

場でグループを作っている方々が、例えば一定
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期間の間にどれくらい歩いてポイントがたまっ

たかで競い、その上位のグループに商品を提供

するといった、実はこれまでも「歩いて健康Ｎ

ｏ．１決定戦」っていう、そういう職場ぐるみ

でどれくらい歩くかというのを万歩計を使って

でやっていました。それを今年度からはおおい

た歩得を活用して、同じように職場ごとにグル

ープを作って、そうやってポイントを競うとい

うような形で、その職場でこの歩得を活用して

いただくインセンティブといいますか、そうい

うのも出していきたいなと考えております。

衞藤委員長 以上で事前通告者の質疑を終了い

たしました。

ほかに御質疑のある方は挙手を願います。ほ

かに御質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

衞藤委員長 ほかに質疑もないようですので、

これをもって福祉保健部関係予算に対する質疑

を終わります。

―――――→…←―――――

衞藤委員長 以上で、本日の審査日程は終わり

ました。

次会は、１９日午前１０時から当議場で開き

ます。

これをもって、本日の委員会を終わります。


